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は  じ  め  に

　本市では、舞鶴市教育振興大綱において「ふるさと舞鶴を愛し、夢に向かって将来を切

り拓く子ども」を育てるため、「０歳から15歳までの切れ目ない質の高い教育の充実」を基

本理念に掲げております。とりわけ、０歳から就学前の乳幼児期は、人格形成の基礎が培

われる最も大切な時期であることから、「乳幼児期の終わりまでに育ってほしいこどもの

姿」や「乳幼児期に大切にしたいこと」を市全体で共有し、家庭、地域、保育所・幼稚園・

認定こども園、小学校・中学校、行政等がそれぞれの役割を果たすため、その考え方や方

向性を示した「乳幼児教育ビジョン」を平成28年３月に策定しました。策定の際には、学

識経験者や市民の皆様、子育て支援等の関係機関の代表者の皆様、各園校の保育者・教員

の皆様にご協力いただきました。その後、平成31年３月に一度改訂を行っておりますが、

そこから５年が経過しますことから、２回目の改訂を行いました。

　改訂にあたりましては、策定時と同様、各園校の保育者・教員の皆様に、改訂に係る

ワーキンググループの委員として参画いただき、様々な視点から、活発な意見交換をして

いただきました。日々、こどもと過ごしている皆様の声が新たなビジョンに盛り込まれま

すことは、こどもの声や思いが込められているということでもあります。また、こどもに

関わる関係機関の代表者等で構成されます「子ども・若者会議」や「舞鶴市教育委員会議」、

「乳幼児教育センター運営会議」におきましても、それぞれの立場からご意見をいただき、

より多くの方に本ビジョンの改訂に関わっていただきました。ご協力いただきました皆様

方に感謝申し上げます。

　また、本市においては、乳幼児教育の取組を推進するため、平成31年４月に、「舞鶴市

乳幼児教育センター」を開設し、各種研修や園訪問、情報発信などにより、質の高い乳幼

児教育の充実と一人一人の子どもの健やかな成長・発達の支援に努めているところです。

　本ビジョンに基づいた公私立、園校種を越えた乳幼児教育の質の向上に向けた取り組み

は、それぞれ自分たちの保育を見直す機会となっており、互いに良いところを取り入れた

り、研修で学んだことを保育などに活かしたりすることにより、市全体で「子どもの主体

性を育む保育」へと変わりつつあると実感しております。

　今後とも、「子育て環境と質の高い教育が充実したまち」を目指し、「未来に希望がもてる

活力あるまち」の実現に向けて、家庭、地域、保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・

中学校、行政など、‘みんなでつながり’、舞鶴のこどもを育んでいきたいと考えておりま

すので、ビジョンへのご理解とご協力賜りますようお願い申し上げます。

　　　2024年3月

舞鶴市長 鴨 田 秋 津
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　乳幼児教育とは、０歳から就学前の子どもの教育・保育を意味し、保育所・幼稚園・認定こども園だけで
なく家庭や地域も含む、乳幼児が生活する全ての場において行われる教育・保育を総称したものです。
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育てたいこども像

主体性を育む乳幼児教育の推進

質の高い乳幼児教育の推進に向けて

～みんなでつながり育む舞鶴のこども～
基本理念

基本方針

・主体的に取り組むこども

・自分も友達も大切にするこども

・意欲的に遊ぶこども

「ぼく、わたし」 「みんなの中のぼく、わたし」

主体的・意欲的な自分

○自己決定力
○自己表現力
○自己調整力

主体性の育成

1.安心できる居場
　所としての家庭

（1）育みたい資質・能力の育成

①気付き・発見～知識・技能の基礎

②考える、試す、工夫する、夢中
　になる体験と対話～思考力・
　判断力・表現力等の基礎

③安心して過ごせる居場所、
　「楽しい」という気持ち、
　「やってみたい」という意欲
　～学びに向かう力・人間性等

①主体的な生活

②主体的な学び

③協働的な遊び

①健康なからだの育ち

②健康なこころの育ち

（2）主体性の尊重

（5）保育者の質の維持・向上

（1）学びを深める、学びをつなぐ連携活動

（2）それぞれの学びの充実

（3）園・校種を超えた次世代育成

乳幼児教育ビジョンを推進するための体制づくり

（3）土台となる
　　からだとこころの育成

（4）一人一人の発達に応じた
　　支援

5.保育所・幼稚園・
　認定こども園等と
　小学校・中学校の
　連携・接続

4.保育所・幼稚園・
　認定こども園等に
　おける質の高い
　乳幼児教育の充実

2.つながり支え合
　う地域社会

3.子育てのパート
　ナーとしての
　つながり

自己を肯定するこころの育成

○安心感
○信頼感
○達成感
○自己肯定感
○自己有能感
○自己有用感

○コミュニケーション力
○協同する力

友達や集団の中の
　  主体的・意欲的な自分

育てたい力 育てたいこころ
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　本市では、舞鶴市教育振興大綱において「ふるさと舞鶴を愛し、夢に向かって将来を切り拓く子ども」を
育てるため、「０歳から15歳までの切れ目ない質の高い教育の充実」を基本理念に掲げ、とりわけ０歳から
就学前の乳幼児期は、人格形成の基礎が培われる最も大切な時期であることから、乳幼児教育の質の維持・
向上に向けた取組を積極的に進め、小学校や中学校へつなげる教育の充実を目指しています。
　この実現に向けては、乳幼児期のこどもの育ちと学びの特性を踏まえ、乳幼児期の終わりまでに育って
ほしいこどもの姿、乳幼児期に大切にしたいことを、市民全体で共有し、家庭、地域、保育所・幼稚園・
幼保連携型認定こども園（以下、「認定こども園」という。）、小学校・中学校、行政等がそれぞれの役割を
認識したうえで、連携しながら取組を進めていくことが重要となります。このため、舞鶴市乳幼児教育ビ
ジョン（以下、「ビジョン」という。）を策定し、これに基づいて様々な施策を展開していくものであり、特
に、保育所・幼稚園・認定こども園は、乳幼児教育の専門職を擁する施設として重要な役割を担っている
ことから、質の高い乳幼児教育の実践をはじめ、そこに通っていないこどもも含めた家庭や地域との連携、
学校への育ちと学びの接続等について、共有すべき考え方や方向性を明確化したものです。

第1章　乳幼児教育ビジョン策定の背景と趣旨

乳幼児教育ビジョン策定の趣旨1

　ビジョンの策定から８年、最初の改訂から５年が経過し、こどもを取り巻く環境や社会は大きく変化し
ています。特に、2020年（令和２年）から2023年（令和５年）にかけては、新型コロナウイルス感染症
の拡大に伴う行動制限があり、園１では休園や行事の中止、マスクの着用、黙食など、これまでに経験した
ことのない３年間となりました。そうした背景もあり、子育て家庭にとっては、子育てへの不安や孤立、
虐待、貧困といった問題がさらに深刻となっています。また、核家族化はもとより、少子化は加速してお
り、国全体の大きな課題となっています。昨今では、園における事故等の安全管理や不適切な保育等も全
国的な問題となっており、改めて、こどもの命と権利を守るという基本を確認する必要があります。
　一方で、園や学校等におけるICT化が進み、こども達が日々ICT機器に触れ、インターネットを活用す
るようになり、学び方も変化してきています。乳幼児教育におけるICTの活用についても、その使い方や
影響について注視していく必要があります。

（１）国の動向～こどもに関する施策～　
　①こども家庭庁とこども基本法
　こうした大きな社会の変化を受けて、国においては、“こどもまんなか社会”の実現に向け、こども
の権利とウェルビーイング２の観点から政策を行う「こども家庭庁」が、令和５年４月に発足されまし
た。
　こども家庭庁は、こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）第三条において「心身の発達の過程
にある者（以下、「こども」という。）が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社
会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に
応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどもの
ある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における
子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うこと」としています。「こども
がまんなかの社会を実現するために、こどもの視点に立って意見を聴き、こどもにとっていちばんの

乳幼児教育ビジョン改訂の背景と趣旨2
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利益を考え、こどもと家庭の福祉や健康の向上を支援し、こどもの権利を守るための政策」に取り組
むため設置されました。
　また、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため、その包括的な基本法として、
こども基本法（資料①P26参照）も令和５年４月に施行されました。こども基本法は、第一条におい
て「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、
生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心
身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活
を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、
こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を
定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進すること
を目的とする」とされています。また、こども基本法第二条おいて「こども」とは、「心身の発達の過程
にあるもの」と定義されています。全てのこどもについてその健やかな成長が図られる権利が保障さ
れること等が定められており、その期間を一定の年齢で画することのないよう、「こども」とひらがな
で表記するとされています。本ビジョンにおいてもその趣旨を踏まえて、「こども」と表記します。
　そして、第三条においては、６つの基本理念が示され、この考え方に基づいて様々な施策を実施し
ていくこととなっています。これらを踏まえて、改訂を行いました。

　②こども家庭審議会幼児期までのこどもの育ち部会と幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
　これらの実現に向けては、こども家庭庁設置法第六条において、こども家庭庁にこども家庭審議会
を置き、「子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項、こども、こどものある家庭及び妊産婦その
他母性の福祉の増進に関する重要事項、こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項、
こどもの権利利益の擁護に関する重要事項を調査審議することや、関係法律の規定によりその権限に
属された事項等を調査・審議等を行う」（第七条）こととしています。
　こども家庭審議会には、こども家庭審議会令（令和５年政令第127号）第六条第１項の規定に基づ
き、本審議会の決定により、専門的かつ詳細な調査・審議を行う分科会・部会等をテーマごとに置く
ことができるとされています。そして、令和５年４月こども家庭審議会において幼児期までのこども
の育ち部会（以下、「育ち部会」という。)を設置し、おもに「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的
な指針（仮称）の策定に関する事項」「保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領に関する事項」
「その他、こどもの育ちのサービスに関する調査審議等（こどもの預かりサービスの在り方に関する議
論を含む。）」を調査審議することとなりました。
　特に、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針（仮称）」の策定については、令和４年度に
「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会が開催され、論点整理がなされま
した。それらも踏まえながら、育ち部会において、こどもの誕生前から幼児期までの育ちと生涯にわ
たるウェルビーイングの向上を図るため、大切な理念として目指したい姿や共有したい考え方などの
検討がされています。そして、令和５年12月に「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
（はじめの100か月の育ちビジョン）」（以下、「育ちビジョン」という。）（資料②P27参照）が示されま
した。本ビジョンにおいても、これらの考え方や方向性を踏まえて改訂を行いました。

　③幼保小の架け橋プログラム
　文部科学省においては、幼児教育の質的向上及び小学校教育との円滑な接続について専門的な調査
審議を行うため、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に、「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委
員会」（以下、「特別委員会」という。）を設置し、全ての子供３に学びや生活の基盤を保障するための方
策や、各地域において着実にこうした方策を推進するための体制整備等を中心に審議を行いました。
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そして、令和４年３月に「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」及び「幼保小の
架け橋プログラムの実施に向けての手引きの参考資料（初版）」を取りまとめるとともに、令和５年２
月には「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について～幼保小の協働による架け
橋期の教育の充実～」（以下、「審議まとめ」という。）(資料③P32参照)を取りまとめました。審議ま
とめは、「５歳児から小学校１年生までの２年間を「架け橋期」と称して焦点を当て、当該時期の教育
（以下、「架け橋期の教育」という。）の重要性について、幼保小４の先生はもとより、家庭や地域をはじ
め、子供に関わる全ての関係者に幅広く訴えることを目的」とし、「子供の生涯にわたる学びや生活の
基盤をつくるためには、架け橋期の教育を一層充実していくことが必要」と示しています。
　こうした架け橋期の教育の充実に向けては、「乳幼児期の子供それぞれの特性など発達の段階を踏ま
え、一人一人の多様性や０歳から18歳の学びの連続性に配慮しつつ、教育内容や指導方法を工夫す
る」ことや「期待する子供像」「育みたい資質・能力」を共有していくこと、「幼保小が協働し、共通の
視点を持って教育課程や指導計画等を具体化できるよう、架け橋期のカリキュラムを作成する」こと
などが示されています。
　今後、架け橋プログラムに取り組むにあたり、それぞれの保育・教育の質の充実はもとより、これ
までの取組をいかしながら、乳幼児期に育まれた育ちと学びをつなぐ内容にしていく必要があります。

（２）舞鶴市の現状
　本市においても、国と同様、出生数は減少し、少子化、人口減少が大きな課題となっています（資料⑥
P41参照）。このような中、ビジョンが2023年度（令和５年度）に計画期間を終えることから、改めて、
未来を担うこどもをどのように育んでいくのか、０歳から就学前の乳幼児期が生涯に渡る人格形成の基礎
を培う重要な時期だからこそ、その基本的な考え方や方向性を示していきたいと考え、改訂を行ます。

（３）乳幼児教育ビジョン改訂の方向性
　改訂にあたり、本市の乳幼児教育の方向性を示すビジョンの根幹でもある「育てたいこども像」「育てた
いこころ」「育てたい力」と「基本理念」については、策定時の趣旨も踏まえて、継承していきます。さらに
具体的な「基本方針」については、昨今の国のこどもに関する施策や保育・教育の新たな動向を反映させ、
また、園や学校の代表者で構成する「舞鶴市乳幼児教育ビジョン改訂に係るワーキンググループ」において
議論された内容も加味して記しています。
　質の高い乳幼児教育を目指すためには、保育者の育成が欠かせないことから、保育者の育成に関する指
標と研修について示した「保育者研修・育成指標」(資料⑤P40参照)をビジョンの中に記すこととしまし
た。

１園：保育所・幼稚園・認定こども園等の乳幼児教育施設の総称とする。
２ウェルビーイング：心身共に健康で幸福な状態。身体的・精神的・社会的な全ての面を一体的に捉えた観点での幸福の
概念を指している。

３子供：審議まとめの中では「子供」と表記されているため、このまま活用する。
４幼保小：本市は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校のことを「保幼小」としているが、審議まとめの中では、「幼
保小」としていることからこのまま活用する。
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（１）位置付け
　本市の子ども・子育て支援や教育の方向性を示した下記の計画等との整合性を図りながら進めます。
また、園の乳幼児教育においては、「保育所保育指針」「幼稚園教育要領」「幼保連携型認定こども園教育・
保育要領」（以下、「指針・要領」という。）に基づいて保育・教育が行われることからも、その整合性を図り
ます。

【舞鶴市総合計画】
　舞鶴市総合計画では、「次代を担う若者や子どもたちに夢と希望を お年寄りには感謝を ～未来に希望
がもてる活力あるまちを目指して～」を基本理念としています。第７次後期実行計画（2023年７月～
2027年３月）では、「未来に希望がもてる活力あるまち・舞鶴」をまちの将来像に掲げ、本市が有する人
の知恵と力を最大限に活かし、新たな時代に向けた舞鶴を創造することにより、希望を次世代に継承で
きるまちの実現を目指し、子育て環境と教育の充実を図ります。

【教育振興大綱】
　「ふるさと舞鶴を愛し夢に向かって将来を切り拓く子ども」を目指し、基本理念「０歳から15歳までの
切れ目ない質の高い教育の充実」に取り組んでいます。

【夢・未来・希望輝く「舞鶴っ子」育成プラン】
　「自分自身を愛し、他の人を愛し、生まれ育った地域を愛する『舞鶴っ子』」の育成を目指し、「子ども
の笑顔と子育ての喜びがあふれるまちづくり」を政策目標として、「親育ち・多世代にわたる子育てエン
パワーメントの向上」「子どもの健やかな育ちを支える支援」「配慮が必要な子どもと家族等の支援」「身
近な地域での子育て支援・青少年の成長支援の推進」に取り組んでいます。

乳幼児教育ビジョンの位置づけと計画期間3

自立 自律
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『舞鶴市乳幼児教育ビジョン』の目指すこども像

ふるさと舞鶴を愛し夢に向かって将来を切り拓く子ども

【舞鶴市教育振興大綱】が目指す育てたい子ども像

　ふるさと舞鶴を愛し、夢を育み、夢を実現しようとする高い志を持ち、
個性や能力を伸ばし自らの将来を切り拓き、力強く生き抜く子ども。

　コミュニケーション能力と問題を発見・解決する能力を有し、新たな価
値を創造していくとともに、相手を尊重し思いやり、保護者や周りの人に
感謝する子ども。

　そして、善悪の正しい判断を持ち自らを律することができる「自律」と
自ら目標を定め自立していく「自立」とを備えた子どもを育成します。
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（２）計画期間
　2018年（平成30年）４月に施行された指針・要領は10年ごとに改訂（定）されることから、その整合
性を図るため、計画期間は、2028年度までの５年間とします。

「

「

「

「

」

」

」

」

第 7 次舞鶴市総合計画

舞 鶴 市 教 育 振 興 大 綱

夢・未来・希望輝く「舞鶴っ子」育成プラン

舞鶴市乳幼児教育ビジョン

「
「
「

」
」
」

保 育 所 保 育 指 針
幼 稚 園 教 育 要 領
幼保連携型認定こども園教育保育要領

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度
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　世界の目指すべき教育のあり方については、OECD（世界経済機構）教育とスキルの未来Education 
2030プロジェクトにおいて検討されてきました。
　AI等の技術の進歩により、社会や経済、環境など様々な分野において、前例のない変化に直面し、未来
は予測不可能になっています。こうした不確実な未来に向かって、目的をもって進んでいくためには、こ
どもは「好奇心や想像性，強靭さ，自己調整といった力をつけるとともに，他者のアイディアや見方，価
値観を尊重したり，その価値を認めることが求められる。また，失敗や否定されることに対処したり， 逆
境に立ち向かって前に進んでいかなければならない。単に自分が良い仕事や高い収入を得るということだ
けでなく，友人や家族，コミュニティや地球全体のウェルビーイングのことを考えられなければならない
のである。」と示されています。そのために必要なコンピテンシー５は、「新たな価値を創造する力」「対立や
ジレンマを克服する力」「責任ある行動をとる力」とされています。これらは、2030年に大人になるこど
もの未来と、全ての人のウェルビーイングのために協働し、持続可能な社会の実現を目指すものです。こ
れらの内容は、2018年（平成30年）に改訂された学習指導要領にも反映され、さらに、乳幼児教育にも
つながっています。

１ 環境を通して行う教育～乳幼児教育の基本～
　市内には、乳幼児教育を行う施設として、保育所、幼稚園、認定こども園があります。所管省庁は、保
育所、認定こども園はこども家庭庁、幼稚園は文部科学省であり、それぞれ異なりますが、乳幼児教育の
内容は、指針・要領（資料④P38参照）において整合性が図られています。乳幼児期の教育は、こどもが
「身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤
したり、考えたりするようになる」という幼児教育の見方・考え方を基本としています。園では、教育的
な意図や発達、こどもの興味・関心をもとに環境を整え、幼児教育の見方・考え方をいかしながら、こど
もがその環境に関わり、主体性を十分に発揮して展開する生活や遊びを通して、望ましい方向に向かって
こどもの発達を促すようにすること、つまり環境を通して行う教育が基本となります。
　ここで、大切にしたいのは、こどもが「自ら興味や関心をもって主体的に環境に関わりながら、様々な
活動をし、充実感や満足感を味わう体験を重ねる中で、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り
込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる」ことです。乳幼児教育が目指しているのは、
指針や要領の解説にある通り、一つ一つの活動を効率よく進めることでも、保育者の計画通り行うことで
もありません。こども自らが周囲に働きかけ自分なりに試行錯誤を繰り返し、いろいろな活動を生み出し、
こどもの思いや必要感、興味によって連続性（繰り返し）を保ちながら展開されることが重要です。保育者
主導の一方的な保育の展開ではなく、一人一人のこどもが保育者の援助のもとで主体性を発揮すること、
つまり、主体はこどもであり、保育者は活動が展開されるように意図をもって環境を整えることが大切で
す。

２ 乳幼児期の生活と遊び
　（１）乳幼児期にふさわしい生活
　　　保育者との信頼関係、安心感に支えられた生活
　乳幼児期は、周囲の大人に自分の存在が認められ、守られている安心感が情緒の安定につながり、
自分を守り、受け入れてくれる大人との信頼関係もその発達を支えています。安定した情緒は、やっ
てみたい、新たなことにチャレンジしたいと自分の世界を広げていくことや自立した生活へ向かうた
めのベースになります。

乳幼児教育の基本的な考え方参考

〈
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
〉
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　　　興味や関心に基づいた直接的、具体的な体験が得られる生活
　こどもの興味・関心から発した直接的で具体的な体験には、多くの学びがあり、様々な力の獲得を
促していきます。そして、こどもに充実感や満足感を与え、それらがさらに興味や関心を高めていき
ます。こどもが主体的に環境と関わり、十分に活動し、充実感や満足感を味わうことができるように
することが大切です。

　　　友達や人と十分に関わる生活
　乳幼児期は、社会性が発達していく時期でもあります。自分以外の人の存在に気付き、友達と遊び
たいと関わりが盛んになり、その関わりを通して、自己と他者との違いに気付き、思いやりを深め、
集団への参加意識を高めていきます。いざこざも含めて、互いに刺激し合い、様々なものや事柄に対
して、さらに興味や関心を深め、意欲も高めていきます。
　こうした乳幼児期にふさわしい生活をすることが大切です。

　（２）自発的な遊び
　乳幼児期の生活のほとんどは、遊びによって占められていると言えます。遊びには、こどもの成長・
発達にとって重要な体験が多く含まれています。こどもは遊びを通じて、環境と多様な関わり方をす
る中で発見したり、想像力を働かせたり、友達と共有したり、協力したりして、達成感や充実感、満
足感、挫折感、葛藤などを経験し、成長していきます。この場合、自発的な活動としての遊びである
ことが重要です。

３　育みたい資質・能力と幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
　（１）育みたい資質・能力

平成29年度幼児教育指導者養成研修　資料より

小
学
校

以
上

幼　

児　

教　

育

〈
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
〉

〈
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
〉

知識や技能 学びに向かう力、人間性等
情意、態度等に関わるもの
（どのように社会・世界と関わり

よりよい人生を送るか）
（理解していること・できることを

どう使うか）
（何を理解しているか
何ができるか）

※下に示す資質・能力は例示であり、遊びを通しての総合的な指導を通じて育成される

　　　　・基本的な生活習慣や生活に必要な
　　　　 技能の獲得、身体感覚の育成
　・規則性、法則性、関連性等の発見
・様々な気付き、発見の喜び
・日常生活に必要な言葉の理解
　・多様な動きや芸術表現のための
基礎的な技能の獲得

・思いやり　　・安定した情緒　　・自信
・相手の気持ちの受容　　・好奇心　　・探究心
・葛藤、自分への向き合い、折り合い
・話し合い、目的の共有、協力
・色・形・音等の美しさや面白さに対する感覚
・自然現象や社会現象への関心　　等

　　　・試行錯誤、工夫、予想、予測、
　　　 比較、分類、確認
・他の幼児の考えなどに触れ、新しい考えを
生み出す喜びや楽しさ
    ・言葉による表現、伝え合い
                      ・振り返り、次への見通し
                               ・自分なりの表現
                                  ・表現する喜び 等等

遊びを通しての
総合的な指導

思考力・判断力・表現力等

学びに向かう力、人間性等
（心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活を営むか）

知識や技能の基礎
（遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感じたり、
何に気付いたり、何がわかったり、何ができるようになるのか）

思考力・判断力・表現力等の基礎
（遊びや生活の中で、気付いたこと、できるようになったことなども使い
ながら、どう考えたり、試したり、工夫したり、表現したりするか）

・三つの円の中で例示される
資質・能力は、五つの領域の
「ねらい及び内容」及び「幼
児期の終わりまでに育って
ほしい姿」から、主なものを
取り出したもの
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　園の乳幼児教育においては、生きる力の基礎を育むため、知識・技能の基礎、思考力・判断力・表
現力等の基礎、学びに向かう力・人間性等の３つの資質・能力を育むこととされています。この育み
たい資質・能力は、小学校以降の教育にもつながっているとされていますが、小学校教育の前倒しで
はなく、遊びや生活、体験の中で育まれていきます。また、個別に発達していくものではなく、相互
に関連し合い、総合的に発達していくことからも、遊びを通じて一体的に育まれます。

◎豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識
及び技能の基礎」

◎気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表
現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」

◎心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
指針・要領より

　（２）幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
　幼児期の終わりまでに育ってほしい姿は、園において、指針・要領に示されている五つの領域のね
らいや内容に基づいて行われる活動全体を通じて資質・能力が育まれているこどもの５歳児修了時の
具体的な姿です。この姿は、到達するべき目標ではなく、個別に取り出されて指導するものでもあり
ません。乳幼児教育は、環境を通して行う教育であり、こどもの自発的な遊びを通して、一人一人の
発達の特性に応じて育っていくものであり、全てのこどもに同じように見られるものでもありません。
また、０歳から乳幼児が発達していく方向性を示しており、５歳児になって突然見られるものでもな
く、それぞれの時期にふさわしい遊びや経験を重ねていくことで育まれていきます。

（1） 健康な心と体
　　園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通
しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

（2） 自立心
　　身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、
自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味
わい、自信をもって行動するようになる。

（3） 協働性
　　友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、
工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。

（4） 道徳性・規範意識の芽生え
　　友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返っ
たり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまり
を守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつ
くったり、守ったりするようになる。

（5） 社会生活との関わり
　　家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との
様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に
親しみをもつようになる。また、園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報
を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役
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立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつ
ながりなどを意識するようになる。

（6） 思考力の芽生え
　　身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、
考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達
の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直
したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにす
るようになる。

（7）自然との関わり・生命尊重
　　自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって
考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の
念をもつようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気
付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもっ
て関わるようになる。

（8） 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
　　遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役
割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようにな
る。

（9） 言葉による伝え合い
　　保育者や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身
に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、
言葉による伝え合いを楽しむようになる。

（10） 豊かな感性と表現
　　心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気
付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、
表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。

指針・要領より

５コンピテンシー：単なる知識や能力だけでなく、技能や態度も含む様々な心理的、社会的なリソースを活用して、特定
の文脈の中で複雑な要求（課題）に対応する力
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　「主体的に取り組むこども」、「自分も友達も大切にするこども」、「意欲的に遊ぶこども」の三つを育てた
いこども像として掲げ、自己決定力、自己調整力、コミュニケーション力等の育てたい力と安心感、信頼
感、自己肯定感等の育てたいこころを育み、将来、自分で生きていく、自分で考えて行動していくという
二つの「自立・自律」を備えたこどもを育成します。これらは、指針・要領に示されている「育みたい資質・
能力」や「幼児期の終わりまでに育ってほしい力」にもつながっています。

（１） 主体的に取り組むこども
　「ぼく、わたし」とは、主体的で意欲的な自分を表します。この「ぼく、わたし」を大切にしながら、自
分で考え、判断し、行動する「自己決定力」、自分の思いや考えを伝える「自己表現力」、集中し、根気強く
取り組み、工夫し、見通しを持つ「自己調整力」を育み、自らが主体となり、遊びや生活等全てにおいて
主体的に取り組むこどもを育成します。

【育てたい力】
 ◆ 自分で考え、判断し、行動する力「自己決定力」
 ◆ 自分の思いや考えを伝える力「自己表現力」
 ◆ 集中し、根気強く取り組み、考え工夫し、見通しを持つ力「自己調整力」

　次世代を担う「全てのこどもが、その権利が守られ、将来にわたってウェルビーイングな生活を送るこ
とができる社会の実現」に向け、こどもの権利と主体性を尊重し、こどもの心身の健やかな育ちを育むた
め、次のことを大切にします。

第2章　育てたいこども像と基本理念

育てたいこども像と育てたい力、育てたいこころ1

自立 自律

18歳
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5歳

0歳

中 

学 
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小 

学 

生

乳
幼
児
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主体的に取り組むこども
自分も友達も大切にするこども
意欲的に遊ぶこども

育てたいこども像
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自己表現力
自己調整力

安心感

信頼感 自己肯定感

自己有能感
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で
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の
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　「みんなの中のぼく、わたし」が、共通の目的に向けて友達と力を合わせながら、協働的に遊ぶ体験を通
して、さらに、意欲、好奇心、探究心等を育みます。

（３） 意欲的に遊ぶこども
　これら「ぼく、わたし」、「みんなの中のぼく、わたし」は行きつ戻りつ、相互作用し合いながら育ってい
きます。興味や関心を持って、様々なものや人、自然事象等（環境）と関わりながら、意欲的に遊ぶこども
を育成します。

　そして、育てたいこども像、育てたい力を育むためには、安心できる居場所で信頼できる人と「安心感」
「信頼感」を育むことが大切です。また、やりたいことをやる中で「達成感」を感じ、自分のことが好きと
感じる「自己肯定感」、自分もできる、やればできると感じる「自己有能感」、自分が人の役に立った、人か
ら認められたと感じる「自己有用感」を育むことが大切です。
　「ぼく、わたし」「みんなの中のぼく、わたし」の力を育む基盤となるこころを育てます。

（２） 自分も友達も大切にするこども
　「みんなの中のぼく、わたし」とは、友達や集団の中の主体的で意欲的な自分を表します。自らの主体性
を尊重されたこどもは、自分も大切にし、友達の主体性も尊重し、大切にすることができます。友達との
遊びや体験の中で、人と関わりながら、あいさつをする、感謝や謝罪等の自分の思いや考えを伝える、友
達の思いを聞く、話し合うという「コミュニケーション力」、ルールや約束を守ろうとする、自分の気持ちを
コントロールしようとする、友達を思いやる、認め合う、力を合わせるという「協働する力」を育みます。
　コミュニケーション力や協働する力を育み、自分も友達も大切にするこどもを育成します。

【育てたい力】
 ◆ 挨拶をする、感謝や謝罪等の自分の思いや考えを伝える、相手の思いを聞く、話し合うという
「コミュニケーション力」 

 ◆ ルールや約束を守ろうとする、自分の気持ちをコントロールしようとする、友達を思いやる、
認め合う、力を合わせるという「協働する力」

【育てたいこころ】
 ◆ 安心できる居場所で「安心感」を抱くこと
 ◆ 信頼できる人と過ごす中で「信頼感」を持つこと
 ◆ 自分のやりたいことをやる中で「達成感」を感じること
 ◆ 自分のことが好きと感じる「自己肯定感」
 ◆ 自分もできる、やればできると感じる「自己有能感」
 ◆ 自分が人の役に立った、人から認められたと感じる「自己有用感」
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　「育てたいこども像、育てたい力、育てたいこころ」で示した姿を実現するために、家庭・地域・園・小学
校・中学校・行政等、こどもを取り巻く全員が次のことを共有し、「主体性を育む乳幼児教育」を推進します。

（１） 主体性の育成
　①自己決定力、自己表現力、自己調整力の育成のために大切にしたい関わり
　こどもをたった一人のかけがえのない存在としてありのままを受け止め、個性やよさを認め、ほめ
ることが大切です。一人一人違っていい、いろんな子がいて楽しいと感じられるよう、こどもへの理
解を深め、個々の個性やよさ、得意なところを伸ばすように関わります。
　こどもは、興味や関心を持つと「やりたい」「やってみたい」と自分から人やもの、環境に関わろう
とします。その気持ちを尊重することが意欲を育てます。また、自分で考えて行動するためには、周
囲の大人の指示や命令の言葉で行動するのではなく、こども自身が気付けるような言葉がけや関わり
が必要です。
　やりたい気持ちを尊重し、意欲を育て、自分で行動するために、周囲の大人は、言い過ぎない、答
えを言わず見守る、自分で気付けるようなヒントを与えるなど、主体性を尊重した関わりを大切にし
ます。
　また、こどもは、年上の人に対する憧れと信頼の気持ちを持って大人を見ています。「おはよう」等
の挨拶、「ありがとう」の感謝の気持ち、「ごめんね」の謝罪の気持ちは大人がモデルとなって、こども
に示し、大人自身が、ルールや約束、マナーを守ることを目指します。

　②コミュニケーション力、協働する力の育成のために大切にしたい関わり
　自分の思いや考えを話すためには、周囲の大人が、こどもの言葉に耳を傾け、応答的にやり取りす
ることが大切です。伝えたい人、聞いてくれる人、応えてくれる人がいるから、こどもは話そうとし
ます。伝えたい気持ちはコミュニケーション力の土台でもあります。また、相手の思いを聞くという
ことは、自分が聞いてもらったという経験や体験がなければ、難しいことです。
　自分の思いや考えを話したり、相手の思いを聞いたり、話し合いの機会をもち、園での友達同士や
集団の中で、お互いが認め合えるよう、一人一人のよさ、得意なこと、発見したことや行動したこと
を周りに発信することにより、一人一人が輝く場面をつくっていきます。
　また、集団生活の中でのルールや約束があることは理解していても、適応できるかどうかは年齢発
達や個人差によるところもあります。大人に決められたルールや約束よりも、自分たちで話し合って
決めた約束の方が主体的に意識もでき、より守ろうとします。
　ルールや約束を守ろうという気持ちを育てるために、ルールや約束を守ることは気持ちがよい、友達
との遊びもより楽しくなるという経験や、どうしたら守れるかを、みんなで話し合う機会をもちます。
　加えて、人に強要されて我慢するのではなく、自分から気持ちをコントロールする経験が必要です。
集団の中でのけんかやトラブルはチャンスと捉え、相手の気持ちに気づき、よいこと悪いことを判断
する機会にし、自分の気持ちに折り合いをつけ、我慢をする経験も大切にします。

◆ こども一人一人を理解する 　　　  ◆ こどもの思いや言葉を受け止める　ほめる
◆ 個性を認め、伸ばす　　　　　　　◆ やりたい気持ち（意欲）を尊重する 
◆ 自分で行動をおこすような言葉がけや関わりをする
◆ 大人がモデルになる（挨拶、マナー等）

基本理念2

主体性を育む乳幼児教育の推進主体性を育む乳幼児教育の推進
～みんなでつながり育む舞鶴のこども～～みんなでつながり育む舞鶴のこども～
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（２）自己を肯定するこころの育成
　①自己肯定感、自己有能感、自己有用感、達成感の育成のために大切にしたい関わり
　「自己肯定感」を高めるためには、一人一人のよさを見つけ、ほめることが大切です。また、ほめら
れることで、「自分もできる、やればできる」という「自己有能感」を感じ、自分に自信をもつことにつ
ながります。
　やりたいことが自分なりにうまくいき、満足でき、周囲の人に認められることで「達成感」が得られ
ます。さらに、「人の役に立つ自分、人に認められる自分」という「自己有用感」を感じることができま
す。この「誰かのために…」という気持ちは、将来、地域や社会のために役立ちたいという気持ちにも
つながります。
　こどもをほめたり、認めたりする関わりを大切にし、主体性を育成するための基盤となる「自己肯
定感、自己有能感、自己有用感、達成感」を育てます。

　②安心感・信頼感と愛着の形成のために大切にしたい関わり
　愛着とは、人と人との間で形成され、相手と一緒にいることを望み、一緒にいることで大きな安心
感、満足感を感じられる関係と言われています。愛着には、自分が働きかけると相手が応えてくれ、
心地よさを与えてくれるという「相互的な関係」、自分は周囲に温かく受け入れられているという「情
緒的満足感」、不安な時、求めている時、だっこやスキンシップ等の「身体接触的関係」という要素が
不可欠です。
　こどものこころの健やかな育ちのためには適切な「愛着」形成が重要であり、将来にわたる人への信
頼感の出発点となります。
　周囲の大人との信頼関係を深めるためには、信頼されていることがこどもに感じられるように見守
ることや、「失敗しても大丈夫」「間違えてもいいんだよ」とありのままを受け止めることにより、安心
して何でも言える雰囲気づくりに努めるなど、（１）「主体性の育成」で示した関わりを大切にする必要
があります。
　家庭では、一緒に遊ぶ、こどもとの会話を心がける、ほめる、時間は短くても触れ合う機会（手を
つないで歩く、抱っこをする等）をもつなど、各家庭に合ったつながりを大切にし、安心・安定でき
る居場所となることを目指します。また、園では、一人一人のこどもの思いや言葉を受け止め、保育
者との愛着・信頼関係を築き、こどもが安心して過ごせる居場所となることを目指します。

◆ こどもの言葉に耳を傾け、応答的にやり取りする
◆ 話し合う機会をもち、一人一人のよさや得意なこと、発見したことや行動したことなどを周り
に発信する

◆ ルールや約束をこどもと決め、どうしたら守れるか話し合う機会をもつ
◆ 相手の気持ちに気づき、自分の気持ちに折り合いをつける機会をつくる

◆ ありのままを認める
◆ 一人一人のよさを見つけてほめる
◆ 頑張っているところや人のためにしてくれた行動を見つけて、ほめる

◆ 大人との愛着形成・信頼関係をつくる
◆ 見守り、ありのままを受け止める
◆ 安心・安定できる居場所をつくる

主体性を育む乳幼児教育の推進
～みんなでつながり育む舞鶴のこども～
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　家庭では、「第２章　育てたいこども像と基本理念　２基本理念（２）自己を肯定するこころの育成」に示
されている関わりが大切です。特に、愛着の形成は、こどもの健やかな育ちにおいて大変重要です。『育ち
ビジョン』（資料②P31参照）においても「乳幼児期の安定した「アタッチメント（愛着）」はこどもに自分
自身や周囲の人、社会への安心感をもたらす。その安心感の下で、こどもは遊びや体験などを通して外の
世界への挑戦を重ね、世界を広げていくことができる」のであり、「このような「安心と挑戦の循環」は将来
的な自立に向けても重要な育ちの経験なのである」としています。家庭が人への信頼感の土台となる愛着
を形成し、こどもにとって安心・安定できる居場所となることが重要です。こどもと触れ合って一緒に遊
んだり、絵本の読み聞かせをしたりして、こどもと楽しく過ごすことも大切です。
　また、『育ちビジョン』（資料②P30参照）で示された理念のひとつに「子育てをする人がこどもの成長の
喜びを実感でき、それを支える社会もこどもの誕生、成長を一緒に喜び合える」とあります。このことか
らも、こどもをまんなかにして、家庭も園も地域も互いにパートナーとして協力し合い、支え合っていく
ことが大切です。家庭では、地域や園の取組に参加したり、こどもの体験が豊かになるように舞鶴の海、
山、川等の自然に触れる体験をしたりすることも大切です。

第3章　本市の目指す乳幼児教育の基本方針

安心できる居場所としての家庭1

　本市の「人をつくり、地域を創造する生涯学習社会の推進～舞鶴版社会教育のあり方～」基本理念には
「ゆるやかに人がつながる地域を目指して～あなたが輝く関心型社会～」とあります。「関心型社会」とは、
「様々な人の関心・興味を介してつながる社会のこと」とあり、「人が成長し、つながりを創り出していくた
めには、一朝一夕にできるものではなく、幼い頃から意識して育成することが必要である。そのために、
子どもたちは幼少期から成人世代と多く関わるなかで、様々なことを学び受け継ぎながら成長し、成人世
代は自分より下の世代と積極的に関わるなかで、様々なことを伝えながら育てていく。その中で他者に関
心をもつこと、また、関心や興味をもつものをきっかけに、人の出会いを生み出しながら、学び続け、ゆ
るやかにつながり、住民が生き生きと暮らすことができる地域社会を創り出していくことが重要である」
としています。
　このことからも、地域の人の温かいまなざしに見守られ、関わり合いながらこどもが育っていくことが
重要です。地域と家庭、こどもと大人が世代を越えて、ゆるやかにつながり、支え合っていく地域社会を
目指します。

つながり支え合う地域社会2

＜目指す地域のあり方＞
１ ゆるやかに人がつながり、お互いを気にかけることができる地域 
個人の価値観等を尊重しつつ、ゆるやかなつながりの中で、いざという時には助け合える関
係を持つことが必要

２ 子どもとともにつながることができる地域 
次代の担い手である子どもや若者と繰り返し関わり、子ども、若者たちに夢や希望を芽生え
させることができるような環境が必要 

３　一人ひとりの違いを理解し、つながることができる地域
すべての人が孤立することなく、安心して暮らしていけるよう、人の違いや文化の違いを理
解し、共生していくことが重要



15

　こどもをまんなかにして、家庭も園も子育ての主体として、互いにパートナーとして協力し合い、支え
合っていくことが大切です。そのために、園と家庭、家庭と家庭とのつながりをつくっていくことが必要
です。こどもの成長を喜び合う、子育ての悩みを聞くなどの日々のつながりや、保護者に園の取組に協力
してもらうなどのつながりが大切です。こうした園と家庭やこども同士のつながりをきっかけにしながら、
保護者同士が子育ての悩みを共有し、互いに協力し合えるように支えていくことも大切です。
　園は、地域の中にあり、こどもは地域のこどもでもあります。こども、保護者、保育者、地域の人が関
心型社会の一員として互いに認め合い、ゆるやかにつながっていくことが大切です。そのためには、地域
の人に園のこどもや子育てに関心をもってもらえるように、ドキュメンテーション等で園の様子を発信し
たり、園の活動に協力してもらったりして、地域に開いていくことが大切です。また、こどもが、地域の
人やもの、歴史、文化、自然と触れ合うことも大切な体験になります。身近な社会資源でもある様々な施
設や農業・漁業・商業者等とつながり、多様な人や世代との交流も大切です。
　園は、地域の社会資源のひとつとして、地域のこどもや子育て家庭の居場所となり、子育ての相談に
のったり、関係機関と連携したりして、地域全体の子育てを支えていくことを目指します。

子育てのパートナーとしてのつながり3

　園では、指針・要領に基づいて、「【参考】乳幼児教育の基本的な考え方」の通り、保育・教育が行われま
す。乳幼児期の保育・教育は、「環境を通して行う教育」であることを基本とし、以下のことを重視するこ
ととしています。

保育所・幼稚園・認定こども園等における質の高い乳幼児教育の充実4

◎安心感・信頼感をもっていろいろな活動に取り組む体験
◎幼児期にふさわしい生活～安定した情緒のもと、自己発揮、主体的な活動～
　・保育者との信頼関係、安心感に支えられた生活
　・興味や関心に基づいた直接的、具体的な体験が得られる生活
　・友達や人と十分に関わる生活
◎遊びを通じた総合的な指導
　・自発的な活動としての遊び
◎一人一人の発達の特性に応じた指導
　・一人一人を理解

４　 広い視野で、新たなつながりを創出できる地域 
一つの自治会で解決できないことは、隣の自治会や市町、多様な団体など広域的なコミュニ
ティで解決していくという補完が必要。 また、市民が今まで培ってきた経験を活かし、新た
な学びを地域に 還元させるなど市民一人ひとりの力を借りていくことも必要

「人をつくり、地域を創造する生涯学習社会の推進～舞鶴版社会教育のあり方～」より
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　園における乳幼児教育ではこれらを踏まえつつ

を大切にします。こどもの興味・関心をもとに環境を整え、こどもが主体的に環境と関わりながら、気付
いたり、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりして、夢中になって遊び込むことを大切にします。

（１）育みたい資質・能力の育成
　指針・要領に示されている乳幼児教育において育みたい資質・能力においては、以下のことについて特
に重要と考えています。以下、保育者７の大切にしたい関わりについては、下線で表すこととします。

　①気付き・発見～知識・技能の基礎
　乳幼児期には、五感（視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）を通じて、直接的な体験をすることが大切で
す。こどもは、様々なものを見たり、触れたりして感じることで気付いたり、発見したりしています。
その気付きや発見に保育者が共感したり、認めたり、周りに発信したりして関わることで満足感や充
実感を味わうことにもつながります。

　②考える、試す、工夫する、夢中になる体験と対話～思考力・判断力・表現力等の基礎
　気付いたり、発見したりしたことから、「なぜだろう」と不思議に感じたり、「知りたい」と好奇心を
ふくらませ調べたり、予測したり、試したり、工夫したりして、夢中になる体験を大切にします。特
に、土、砂、水、草花などの自然は、こどもの体験を豊かにしてくれます。日本には四季があり、季
節ごとに様々な変化があり、その時々の気付きや発見から、考えたり、試行錯誤したりして様々な遊
びが生まれます。
　本市は、海や川、山などの自然に恵まれており、自然と触れ合う体験もこどもの興味・関心に応じ
て取り入れていくことが大切です。そして、こどもが何度も試行錯誤を繰り返すためには、十分な時
間と空間（場所）、寄り添ってくれる保育者や友達の存在も重要です。園や保育者は、こどもが夢中に
なって遊び込むための環境を整えることが大切です。
　また、気付いたり、発見したり、不思議に感じたりしたことなどをこども自身の言葉で伝えたり、
友達の考えを聞いたりすることで、新たな考えを生み出すことにもつながります。遊びの後や１日の
終わりには、こども同士で対話をする機会をもち、遊びを振り返ったり、次への見通しをもったりす
ることも大切です。この時、保育者は、こどもの言葉をよく聞いて対話しながら、こどもの発想を認
めたり、肯定的に受け止めたりして、こどもの考えが深まるように関わります。そして、こどもの伝
えたい、聞きたいという気持ちを大切にした対話を心がけます。

　③安心して過ごせる居場所、「楽しい」という気持ち、「やってみたい」という意欲～学びに向かう力・
人間性等
　こどもにとって生活の場でもある園では、心地よく、気持ちよく過ごすことが基本です。それは、
衛生面や安全面での安心・安全だけでなく、こどもの心が安定し、心地よく、気持ちよいと感じられ
ることが大切です。こどもは、安心してはじめて、自分のやりたいこと、好きなことを見つけて自己
発揮することができます。

こどもがまんなか  こどもが主体  こどもが発信こどもがまんなか  こどもが主体  こどもが発信
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　特に、０歳から２歳頃にかけては、特定の大人との愛着関係をもとに、信頼感・安心感をもって過
ごすことが大切です。保育者は、一人一人のこどもの視線や表情、身振り、言葉（喃語）などに愛情豊
かに温かく受容的、応答的に関わることが大切です。３歳以降についても、保育者との信頼関係をも
とに情緒が安定し、「楽しい」「おもしろい」「やってみたい」と様々なものに興味・関心をもち、自ら環
境等に関わり、充実感や達成感が得られることが大切です。
　保育者は、一人一人のこどもの存在そのものを認め、周りにも認められるように発信することや、
一人一人の個性やよさを伸ばす言葉がけをすることが大切です。こどもの思いを受け止め、寄り添い、
共感し、信じて任せる、待つといった関わりが、こどもの信頼感や安心感につながります。また、
「もっとやってみたい」という意欲や「おもしろい」「なぜだろう」という好奇心を引き出すには、指示
や命令、制限するような言葉がけではなく、こども自身の考えが深まるように問いかけたり、誘いか
けたり、提案したりする言葉がけが大切です。

（２）主体性の尊重
　①主体的な生活
　乳幼児期は、自分で食べられるようになる、自分で服を脱ぎ着ができるようになるなど、生活の自
立に向けた大切な時期でもあります。特に、１、２歳頃のこどもは、なんでも「自分で」とやってみよ
うとします。できないから保育者がする、自分でできるからこどもがするのではなく、こども自身が
「自分でやってみたい」という思いがあれば、その思いを尊重し、見守ることが大切です。反対にでき
るけれどやってほしい時には、その思いを受け止め、手伝ったり、一緒にしたりすることも大切です。
こどもの思いを大切にして関わることが、主体性を尊重することにつながります。また、主体性を尊
重することで、さらに自分でやってみようとする意欲が高まり、生活の自立へとつながっていきます。

　②主体的な遊び　
　乳幼児期は遊びを通して学んでいます。こどもは、学ぼうと思って遊ぶのではなく、興味や関心を
もち、好奇心を働かせ、楽しい、おもしろいと感じて遊ぶのです。つまり、遊びはこどもの主体的な
活動とも言えます。
　０歳から２歳頃は、ものと初めて出会い、ものとじっくり関わり、ものを使って遊ぶようになりま
す。自ら見たり、触れたり、感じたりして、繰り返しものと関わることは、探究の原点とも言えます。
そのためには、こどもの発達や興味・関心をもとに環境を整えることが大切です。
　３歳以降も同様に、こどもがやってみたいと思うことを実現するために、こどもの興味や関心をも
とに環境を整えます。そして、こどもが環境と関わり、遊びをつくり出し、友達とイメージを共有し
たり、話し合ったりして、さらに遊びを広げていきます。保育者は、こどもと一緒に遊びながら、こ
どもの思いに寄り添ったり、支えたりして関わります。何度も繰り返すことや、昨日、今日、明日と
遊びがつながることは、こどもの学びを深めることにもなります。じっくりと探究し、考えたり、試
したりするためには、ゆったりとした時間が不可欠です。　
　保育者は、専門職として一人一人の遊びのプロセスやその学びを見取ることも必要です。こどもの
主体性も大切にしながら、保育者も一緒に遊びをつくり出す一人として、また、保育者としてのねら
いや願いも含めて、主体性を発揮することが大切です。

　③協働的な遊び
　５、６歳頃には、こども同士で遊びを進めていく姿が見られるようになります。互いの思いや考え
を伝え合い、友達の考えを聞いて、新たな考えを見つけたり、自分の思いに折り合いをつけたりして

こどもがまんなか  こどもが主体  こどもが発信
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いくことが必要です。友達とのいざこざや葛藤も含めて、保育者が判断するのではなく、こども自身
で考え、解決していくことが大切です。そのためには、まずは自分の思いを受け止めてもらい、認め
てもらう体験を重ねること、つまり、主体性を尊重された体験が、友達の主体性を尊重することにつ
ながっていきます。保育者は、一人一人の思いを聞き、受け止め、認め、支えるように関わり、一人
一人の主体性を尊重することが大切です。
　また、繰り返し遊ぶ中で友達と共通の目的に向かって、話し合ったり、協力したりすることも大切
です。みんなで同じことをするだけでなく、一人一人の思いや考えが尊重され、それぞれの主体性が
発揮される中で、同じ方向や目標に向かっていることを協働と捉える必要があります。
　行事については、こどもにとって必要なものか、こどもの興味や関心がいかされ、主体的に楽しく
活動できるようになっているかが重要です。日々の生活や遊びが行事に向けての準備だけに追われて
しまうことのないよう、また、結果や出来栄えだけが重視される、見せるための行事にならないよう
にしていくことが大切です。

（３）土台となるからだとこころの育成
　①健康なからだの育ち
　こどもの健やかな成長・発達には、食事、睡眠、排泄などの基本的な生活習慣の形成はとても重要
です。中でも、食べることは生きることであると同時に、おいしく食べることは、楽しい活動のひと
つでもあります。食は、からだだけでなく、こころの成長や豊かな人間性を育む基礎となります。
毎日の食事は全ての基本とも言えます。十分な睡眠や早寝早起きなども含めて生活習慣の形成は、
こどもが安心して眠れ、楽しく食事できる環境など、こどもの年齢にふさわしい生活のリズムを家庭
と園が一緒につくっていくことが大切です。
　園では、からだを動かすことが楽しい、気持ちがよいという体験をすることも大切です。そのため
には、遊びの中で多様な動きが経験できるように、こどもがからだを動かしたくなるような環境を整
えることや、こどもの興味・関心から楽しいと感じられる運動遊びを取り入れるようにすることが大
切です。また、体力・運動能力には、年齢による差や個人差も大きいことからも、発達に合わせた運
動遊びをすることも重要です。　

　②健やかなこころの育ち
　こどもは生活や遊びの中で様々なことを体験し、学んでいます。美しいものに触れ、こころを動か
し、イメージをふくらませることを通じて、豊かな感性やこころを育んでいます。そして、感じたこ
とや考えたことを自分なりに表現したり、イメージしたものをつくったりして、表現することを楽し
みます。保育者は、音、色、形、感触等を意識したいろいろな素材を準備し、こどもが触れたり、描
いたり、つくったり、遊びに使ったりして楽しめるように環境を整えます。
　また、様々な体験の中には、こども自身が好奇心、探究心を発揮し、試したり、工夫したりして主
体的に活動を進めることで「楽しかった」「うまくいった」という充実感や達成感を味わうことができ
る体験と、「うまくいかない」「困った」という葛藤や挫折感を味わう体験があります。このような体験
は、どうしたらよいか考え、工夫し、「もう一回やってみよう」とチャレンジするチャンスでもありま
す。保育者は、うまくいかないことや困ったことをチャンスと捉え、失敗しないように先回りするの
ではなく、見守り、あきらめずにチャレンジしようとするこどもの思いを支えることが大切です。「次
はこうしてみよう」「こうしたらどうなるだろう」と何度も試行錯誤を繰り返すことで、さらに、充実
感や達成感が得られ、自信にもつながります。
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（４）一人一人の発達に応じた支援
　『育ちビジョン』（資料②P29参照）には、支援の必要なこどもを「他のこどもと異なる特別なこどもと考
えるべきではなく、一人一人多様な育ちがある中で個々のニーズに応じた丁寧な支援が必要なこどもと捉
えることが大切であり、障害の有無で線引きせず、全てのこどもの多様な育ちに応じた支援ニーズの中で
捉えるべきである。また、心身の状況にかかわらずひとしく育ちを保障するために、周囲の環境（社会） を
整える視点も重要である。」と示されています。このことを踏まえ、園では、一人一人の個性や多様性を尊
重し、こどもをかけがえのない存在として認め、一人一人のこどもが安心して自己発揮できることが大切
です。中でも、支援の必要なこどもには、一人一人の発達やニーズに合わせた丁寧な支援や配慮を行う必
要があります。そのためには、担任以外の発達支援員の配置と連携、一人一人に合わせた支援、個別の支援
計画の作成、環境の整備、関係機関との連携等を行うことが必要です。
　本市では、医療や療育、教育等の専門職が園を巡回し、支援の必要なこどもの支援方法などについて助
言をする「にじいろ個別支援システム」を実施しています。保育者は、巡回や研修等を通じて、発達や障害
等への理解を深め、支援方法にいかしていくことが大切です。
　また、支援の必要なこどもも一緒に過ごすインクルーシブな保育環境は、多様な人や価値観にふれる貴
重な機会にもなります。一人一人の個性が尊重され、支援の必要なこどもも集団の一人として、必要な存
在であることが認められるような集団をつくることが大切です。そのために、保育者は、安心して過ごせ
るように、一人一人の個性や多様性を尊重し、肯定的に受け止めて関わることが大切です。
　園では、発達支援コーディネーターを中心に、園内で支援方法等を共有し、学校や医療、療育等の関係
機関と連携を図って行くことが大切です。特に、切れ目なく、こどもの育ちや支援方法をつなぐため、就
学先に個別の支援計画等を引き継ぐなど、一人一人に応じて対応することも重要です。また、家庭とも情
報を共有し、周囲への理解を深めることも大切です。不安を抱えている親には、一緒に子育てをしていく
パートナーとしてサポートしていく必要があります。

（５）　保育者の質の維持・向上
　質の高い乳幼児教育を実践していくためには、保育者の質の維持・向上が重要です。そのためには研究
会や研修会等の学びの機会が必要です。外部の研修会や公開保育等への参加はもとより、園内においても、
ドキュメンテーション８などを活用し、保育者自身が実践を振り返り自己評価９し、保育者同士で日々のこ
どもの姿や保育を語り合う機会も必要です。保育者が互いの主体性を発揮し、語り合うことで、多様な見
方や考え方に出会い、質を高めることにつながります。また、研修会等で学んだことを園内に広めるため
にも、リーダーとなる人材を育成する必要があります。経験年数に応じて計画的に育成を図る必要がある
ことからも、様々な研修会や研究会等への参加は重要です。
　また、公開保育は、園における自己評価だけでなく、地域に園を開くことで、他者の評価の視点が入り、
より効果的に質を高めることができます。同様に、他(者)園の保育を見ることも、保育者の質の維持・向
上につながります。

７保育者：保育士、幼稚園教諭、保育教諭、栄養士、調理師、看護師等を含め、園でこどもに関わっている人を総称して
保育者とする

８ドキュメンテーション：こどもの言葉や姿、保育者の意図や遊びの中のこどもの育ちや学びを可視化し、保護者に発信
したり、保育の振り返りに活用したりする記録。
９自己評価…保育の計画や記録等を通して、自らの保育実践を振り返ったり、保育者同士で話し合ったりすることで評価
し、その専門性の向上や保育の質の確保・向上につなげる。「保育所保育指針　第1章総則　３保育の計画及び評価　
（４）保育内容等の評価」参照
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（１）学びを深める、学びをつなぐ連携活動
　「第1章乳幼児教育ビジョン改訂の背景と趣旨２ （１）国の動向 ③幼保小の架け橋プログラム」に示して
いる通り、架け橋期（５歳児～小学校１年生の２年間を対象）にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実
現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全てのこどもに学びや生活の基盤を育めるようにすることを
目指し、園・校種を越えて連携・協働することが求められています。
　つまり、５歳児と１年生の２年間を架け橋期と捉え、いわゆる早期教育や小学校教育の前倒しではなく、
それぞれの学びを深め、つないでいくことが重要です。そのためにも、本市で取組をすすめている連携協
力園校の５歳児と1年生による連携活動は、単なる交流ではなく、学びを深める、学びをつなぐ活動にし
ていく必要があります。５歳児と１年生が同じ目的に向かって一人一人が自己発揮しながら、自分の考え
を伝え合ったり、一緒に活動したりすることで、多様な関わり方や体験が得られ、学びを深めることがで
きます。保育者と教員も互いの保育・教育の違いを知り、理解を深めることになります。そのために、
こどもも保育者も教員も互いに関わり合い、対話をすることが大切です。また、保育者と教員は、連携活
動を通して、また、研修等を通して、こどもにどのように育ってほしいのか、何を学んでほしいのかを共
有し、関わっていくことが大切です。その際には、育みたい資質・能力や幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿を活用し、その育ちや学びを見取ることも大切です。
　また、このような連携活動にしていくためには、日々の保育・教育の充実が重要です。連携活動は、特
別な日ではなく、日々の保育や授業の延長線上にあると言えます。そのために、保育者と教員は、日々の
保育や授業の充実を図ることが大切です。

（２）それぞれの学びの充実
　小学校・中学校では、主体的・対話的・深い学びの実現に向け、「主体的な学び手」の育成に向け「ワク
ワクする学びへ」をキャッチフレーズに、こども自らが探究し、学び続ける授業を目指して取り組んでい
ます。（舞鶴市教育委員会「子ども自らが探究し学び続ける授業デザイン舞ラーニングVer.２」より）
　こども自らが課題を見出し、見通しを立てながら探究し、ともに深め合い、振り返ることで学びを確か
め、さらなる課題に向かうために、次のようなこどもの姿を目指しています。

保育所・幼稚園・認定こども園等と小学校・中学校との連携・接続5

① 「これって不思議」「なぜ、どういうことかな？」と課題を見つけ【課題を設定する力】、「こう考
えてみたらどうかな」「調べてみたい」と見通しをもつ【見通す力】

② 「分からないな」「どうやって調べよう」と個々で追及し【情報を活用する力】、「もしかしたらこ
うかな？」「みんなはどう思う？」と自分の考えをまとめ、と他者へと伝える【考えを形成する
力・言葉の力】

③ 「こう考えた。その訳は～だからだよ」と自分の考えを伝え、「なるほど。その考えもいいね」
と異なる考えに出会い、自分の考えが深まったり、新たな気付きが生まれたりする【反応する
力】【対立やジレンマを克服する力】【新たな価値を創造する力】

④ 「よく分かった」と振り返り【振り返る力】、「もっと、やってみたい」「もし、こうだったらどう
なるかな」と新たな課題を見つける【新たな課題を見出す力】
舞鶴市教育委員会「子ども自らが探究し学び続ける授業デザイン舞ラーニングVer.２」より
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　こどもが本来持っている「自ら学ぶ力」が発揮できるよう、教師はよき「伴走者」となり、一人一人の学
びを見取り、支援する「個別最適な学び」と、多様な他者とつなげ、学びを深める「協働的な学び」を進め、
「主体的な学び手」を育成しています。
　園では、本章「４　保育所・幼稚園・認定こども園における質の高い乳幼児教育の充実」に示している保
育を実施することが重要です。
　そして、小学校・中学校が目指している「主体的な学び手」の育成と、本ビジョンが示す「育てたいこど
も像や育てたい力、育てたいこころ」や基本理念の「主体性の育成」「自己を肯定するこころの育成」とは、
方向性や考え方も含めてつながっています。それぞれの段階で充実が図られることが、連携や接続には不
可欠です。

（３）園・校種を越えた次世代育成
　少子化により、家庭や地域で異年齢のこどもと触れ合う機会が減少していることからも、親になってい
く次世代の小・中学生にとって、乳幼児期のこどもと触れ合う機会は大変貴重です。自己を確立していく
思春期のこどもにとって、乳幼児期のこどもに頼られることによって、必要とされる自分を意識すること
もでき、自己肯定感を高めることにもなります。また、乳幼児期のこどもにとっても、小・中学生と触れ
合うことで憧れの気持ちや親近感を持つことができます。避難訓練、家庭科の授業等を通じて、小・中学
生が園のこどもと触れ合い、交流する機会をつくることが大切です。
　そのためには、中学校区ごとに園や小学校・中学校が、それぞれの立場や違いを越えて、普段から、地
域の保育者・教員同士が交流し合い、合同の研修を受けるなど、互いの指導のあり方を学び、相互理解す
るよう取り組むことが大切です。
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　本ビジョンに基づき、質の高い乳幼児教育を目指すためには、その担い手である園や、乳幼児期の育ち
と学びをつなげていく小学校・中学校、そして、家庭や地域全体が、本ビジョンの趣旨等を共通理解し、
互いにパートナーとして連携・協力を図っていくことが重要です。

（１）乳幼児教育センターの役割
　舞鶴市乳幼児教育センター（以下、「センター」という。）は、本ビジョンに基づき、質の高い乳幼児教育
の推進を目指し、次のような役割を担います。当該センターでは、『乳幼児教育』『発達支援』の分野におい
て、「情報発信」「研究」「研修」「連携」「園訪問」に関する事業を企画・運営し、「コーディネート」「サポー
ト」を行います。センターには、乳幼児教育や発達支援に関するコーディネーターや相談員等の専門職を
置き、園向けの研修や家庭・地域・学校との連携・接続をサポートとし、相互の連携・調整等のコーディ
ネートする役割を担います。

（２）行政部署の連携
　センターの機能を十分に発揮させるため、園を所管する福祉部門と学校を所管する教育委員会との連携
はもとより、こどもまんなか社会の実現に向け、保健、医療、社会教育や地域のコミュニティづくりなど
関連する施策との連携の強化を図ります。そのために、こどもの健やかな育ちを支える各機関とも連携を
強化します。

第4章　質の高い乳幼児教育の推進に向けて

乳幼児教育ビジョンを推進するための体制1

小学校
中学校

家 庭
地 域

保育所
幼稚園

認定こども園
乳幼児教育 発達支援

乳幼児教育ビジョンの推進

情報発信 研  究 研  修

連  携 園訪問

コーディネート サポート
乳幼児教育
センター

舞鶴市乳幼児教育ビジョン
主体性を育む乳幼児教育の推進

～みんなでつながり育む舞鶴の子ども～
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（１）乳幼児教育の質の維持・向上研修
　園における質の高い乳幼児教育を推進するためには、保育者の質の維持・向上が重要です。「保育者研修・
育成指標」をもとに経験年数に応じて、乳幼児教育の質の維持・向上に向けた研修を実施し、公私、園・
校種を越えて学び合うことを大切にします。
　公開保育やドキュメンテーション研修を通して、自分の実践や自園の保育を振り返ることが自己評価に
つながり、保育者や園の質の維持・向上が期待できます。自己評価は、振り返りを通じた質の維持・向上
が目的であり、課題や反省点ばかりあげるのではなく、こども理解につながり、保育が楽しくなることが
大切です。こういったことを踏まえ保育者の保育をよくしたいという願いや思い、主体性を大切にし、保
育者同士で保育を語り合う研修を行います。
　また、園、小学校・中学校の保育者・教員等が、こどもの発達や互いの保育・教育の理解を深めるため
に共に学び合う研修も行い、公私、園・校種の枠を越えた同僚性も育みます。
　その他にも、「こどもの権利」「乳児保育・教育」「保幼小連携」「マネジメント」「食育」「発達支援」等に関
する研修を実施し、質の高い乳幼児教育を目指します。

（２） 架け橋プログラムの研究
　本市においては、2019年に「舞鶴市保幼小接続カリキュラム～まいづるカリキュラム015～」を策定
し、０歳から15歳までの切れ目ない円滑な接続を目指してきました。カリキュラムに基づき、連携協力園
校の５歳児と１年生が、年間を通じて連携活動を実施し、こども同士や保育者・教員等が交流し、相互理
解を深めています。この取組を継続し、さらに、学びが深まる、学びがつながる連携活動になるよう、連
携協力園校のサポートをします。
　また、各小学校では、乳幼児期の育ちと学びを意識したスタートカリキュラムを作成し、こどもが安心
して、園での経験をいかしながら学べるような滑らかな接続を目指してきました。「第１章乳幼児教育ビ
ジョン改訂の背景と趣旨２ （１）国の動向 ③幼保小の架け橋プログラム」に記載の通り、これまでの取組を
いかしながら、架け橋期としての５歳児と１年生の２年間の保育・教育が充実するように研究を進めます。

　本市は、私立園が多く、それぞれ園の特色をいかした乳幼児教育が行われています。その特色をいかし
ながら、さらなる乳幼児教育の質の維持・向上を目指し園内研修等のサポートを行ったり、公私立の園が
連携を深められるように取り組んだりします。また、園と小学校・中学校との連携も進めます。
　ビジョンの推進に向けて、シンポジウムや講演会・講座等を開催し、園や小学校・中学校の保育者・教
員等はもとより、家庭・地域等の様々な分野の人々にその内容を発信し、共通理解を図ります。

保育所・幼稚園・認定こども園、家庭、地域との連携と情報発信3

質の高い乳幼児教育の研修・研究2
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参考

年齢ごとの育ちの視点
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　ここでは、育てたいこども像と基本理念の内容を、年齢発達に応じて記します。こどもの発達
には個人差があります。年齢の表記は基準ではなくめやすであり、内容は一定の方向性を示すも
のです。

「おなかがすいた」「うれしい」「かかわってほしい」、という思いを相手に伝えようと自分の意思で、
泣いたり、笑ったり、声を出したりする時期。

自我の芽生えから、「自分でやりたい」「聞いてほしい」「見てほしい」と、自己を主張する時期でもあ
り、なんでもやってみたい最も意欲的な時期。それぞれが、自分の好きな遊びを見つけ、集中して
遊んでいるが、友達の遊びは意識している時期。

今までの大人との密着した関係から、自分とは違う他者（友達）に関心が向くようになり、「友達と同
じことがしたい」という気持ちが芽生える時期。

基本的な生活習慣も身につき、今までの経験を生かして、自分なりに考えたり、創意工夫したりす
る思考力が育つ時期。

６か月～１歳半 …座る、這う、立つ、歩くといった運動機能が発達する時期。周りのものや人への
興味や関心が広がり、自ら「さわってみたい」「関わりたい」という意欲が芽生え、探索活動が活発に
なり、好奇心旺盛な時期。
１歳半～２歳頃 …なんでも「イヤイヤ」「自分で」という自我の芽生えの時期。

周囲の大人は、その思いに応答的に関わり、だっこ等のスキンシップを通じて愛着を形成
し、安心できる環境の中で眠り、食べ、遊ぶという心地よい生活リズムを大切にします。

できないからといって止めるよりも、こどもの意思を尊重し、見守りながら、困った時
には戻れる安心できる居場所（人）となることが大切です。

友達とイメージを広げながら、ごっこ遊びを楽しみ、身近な自然（水、土、砂、草花、
虫など）に関わりながら、遊ぶことが大切です。

仲の良い友達との関係の中で、自分の思いを話したり、相手の思いを聞いたり、折り合
いをつけたりする経験が大切です。友達とイメージを共有しながら、想像力を広げる遊
びが大切です。一人ひとりの個性を認め、見守るように関わることが必要です。
就学前には、ひとつの目的に向かって、集団の中で友達と話し合い、協力し合う、協同
的に取り組む体験が大切です。

こどもの意欲や主体性を尊重し、自分で選ぶ、決める、自分の思いを伝えるという経験をする
ことが大切です。また、言葉を獲得し、語彙を増やしていくこの時期には、周囲の大人がこど
もの思いや感動したことを言葉で表現し、こどもとの応答的なやりとりをすることが必要です。

【人として生きていく土台づくり】

【主体的に生きていく土台づくり】

【仲間と共に生きていく土台づくり】
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こどもに対する関わりの視点

０
歳
頃

家　　庭 保育所・幼稚園・認定こども園 地　　域

６
か
月
〜
２
歳
頃

２
歳
〜
３
歳
頃

３
歳
〜
４
歳
頃

４
歳
〜
５
歳
頃

愛情や日々の養育を通して乳幼児
の成長の最も基礎となる心身の基
盤を形成する場

様々な人々との交
流や身近な自然と
の触れ合いを通し
て豊かな体験が得
られる場

家庭での成長を受け、集団生活を通し
て、家庭では体験できない社会・文化・
自然などに触れ、保育者等に支えられ
ながら、乳幼児期なりの豊かさに出会
う場
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（目的）
第一条　この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生
涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれて
いる環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指
して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明
らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども
施策を総合的に推進することを目的とする。

（定義）
第二条　この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
２　この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施
策をいう。
一　新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく
行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二　子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われ
る支援
三　家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
（基本理念）
第三条　こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一　全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることが
ないようにすること。
二　全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな
成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成
十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三　全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する
機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
四　全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ
れること。
五　こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、こ
れらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と
同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
六　家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
（国の責務）
第四条　国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施す
る責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その
区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業主の努力）
第六条　事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇
用環境の整備に努めるものとする。

（国民の努力）
第七条　国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施す
るこども施策に協力するよう努めるものとする。

（年次報告）
第八条　政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する
報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
２　前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

資　　料資　　料

資料①　こども基本法
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資　　料

資料②　「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン
　　　　　（はじめの100か月の育ちビジョン）」

一　少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三号）第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処する
ために講じた施策の概況
二　子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七十一号）第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者
の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況
三　子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十四号）第七条第一項に規定する子どもの貧困の状況
及び子どもの貧困対策の実施の状況

（こども施策に関する大綱）
第九条　政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」という。）を定めな
ければならない。
２　こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　こども施策に関する基本的な方針
二　こども施策に関する重要事項
三　前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
３　こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一　少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
二　子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三　子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項
４　こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定め
るものとする。
５　内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。
６・７（略）
（都道府県こども計画等）
第十条　都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画（以下この条において
「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
２　市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画）を勘案
して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条において「市町村こども計画」という。）を定めるよ
う努めるものとする。
３　都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。
４　都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画、子どもの
貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画で
あってこども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。
５　市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計画、子どもの貧困
対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこ
ども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成することができる。

はじめに
○こども1は、生まれながらにして権利の主体であり、その固有の権利が保障されなければならない。 
○令和４年６月には、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、こども基本法（令和４年法律第 77 
号）が与野党を超えた賛同を得て成立し、翌年４月に施行された。こども基本法の制定は、我が国が、権利主体として
のこどもの最善の利益を常に第一に考え、こどもに関する取組・政策を 社会のまんなかに据えていく「こどもまんな
か社会2」の実現を目指すという、大きな価値転換である。 

○特に「こどもの誕生前から幼児期まで」は、人の生涯にわたるウェルビーイング3の基盤となる最も重要な時期である。
全世代の全ての人4でこの時期からこどものウェルビーイング向上を支えていくことができれば、「こどもまんなか社
会」の実現へ社会は大きく前進する。これは社会全体の責任であり、全ての人のウェルビーイング向上につながる。
○しかし、我が国の状況を見ると、必ずしも全ての乳幼児の権利や尊厳が保障できている現状にはない。また、今の親世
代の幼児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況など社会情勢が変化している中で、全ての乳幼児のウェルビーイング
向上を、心身の状況や置かれた環境に十分留意しつつ、ひとしく、その一人一人それぞれにとって切れ目なく、支える
ことができているだろうか。こども基本法及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）にも掲げられたこれらの権利を
生まれた時から保障し、「こどもまんなか社会」を実現するための取組は途上にある。 
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○そのため、こども家庭審議会において、内閣総理大臣からの諮問5を受け、「幼児期までのこどもの育ち部会」において
議論を行い、「幼児期までのこどもの育ち」に着目し、全ての人と共有したい理念や基本的な考え方が整理され、令和５
年12月１日に答申6がとりまとめられた。この答申を踏まえ、今般、政府において、社会全体の認識共有を図りつつ、
政府全体の取組を強力に推進するための羅針盤として、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの
100か月7の育ちビジョン）」（以下「本ビジョン」という。）を策定することとした。本ビジョンは、人生の基盤的時期
を過ごす乳幼児を含めた全世代の全ての人による、以下のような社会の実現を目指すものである。

・乳幼児を含めた全てのこどもが誰一人取り残されずに、権利主体として、命と尊厳と権利を守られる社会
・乳幼児の思いや願いが受け止められ、社会への参画が応援される社会
・乳幼児と保護者・養育者8が安定した「アタッチメント（愛着）9」を形成できる社会 
・人や場との出会いを通して、豊かな「遊びと体験」が保障される社会
・保護者・養育者になる前から切れ目なく、様々な人や機会に支えられ、こどもとともに育ち、成長が応援される社会
・各分野や立場を超えた認識共有により、乳幼児に関わる人が緊密に連携し、切れ目のない「面」での支援が実現できて
いる社会 

・乳幼児と全ての人がともに育ち合う好循環が続いていく社会 
○『育ちのビジョン』に基づき、このような社会への変革を着実に実現していくことにより、「こどもの誕生前から幼児期
までの育ち」が一層大事にされるとともに、保護者・養育者、保育者、子育て支援者等が、社会からその尊い役割を応
援され、安心してこどもの笑顔や成長を喜び合うことができる社会を、全ての人とともにつくっていくことが政府の責
務である。 
○『育ちのビジョン』に基づく社会全体の認識共有と、政府全体の取組を、こども施策の基本的な方針や重要事項等につ
いて定める「こども大綱」や次元の異なる少子化対策の実現に向けた「こども未来戦略」等と整合的に進めることによ
り、「こどもまんなか社会」の実現を強力に牽引する。
1 本ビジョンでは、こども基本法等と同様、心身の発達過程にある者をいう。
2 こども基本法の目指す、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国の真ん中に据えた社会。
3 後述（１．「・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上」参照。）。
4 本ビジョンでは、こどもや、こどもと直接する機会がないおとなも含め、こどの育ちに直接・間接を問わず影響を及ぼし得るあらゆる人を
指し、「全ての人」と表している。

5 諮問第１号「今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」（令和５年４月21日）。
6 答申第１号「今後５年程度を見据えたこども施策の基本的な方針及び重要事項等について」の別紙２「幼児期までのこども育ちに係る基本的
なヴィジョン（答申）～全てのこどもの『はじめの100か月』の育ちを支え生涯にわたるウェルビーイング向上を図めるために～」（令和５年
12月１日）。

7 本ビジョンでは、妊娠期がおおむね10か月、誕生から小学校就学までがおむね６年６か月、さらに幼保小接続の重要な時期（５歳児から小
学校１年生までの２間）のうち小学校就後がおむね１年であり、これらの重要な時期合計がおむね100か月であることに着目し、「こどもの
誕生前から幼児期までの育ち」を支える上で見据える時期を「はじめの100か月」としている 。

8 本ビジョンでは、父母等のいわゆる「保護者」に限らず、こどもを養育している立場にある者を指し、日常的養育者の立場にある祖父母や、
社会的養育に携わる専門職（児童福祉施設職員、里親等）などを含め、「保護者・養育」と表記するものる。

9 後述（２．（２）参照。）。

１．はじめの100か月の育ちビジョンを策定する目的と意義 
・生涯にわたる身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの向上 
（「ウェルビーイング」の考え方）
○本ビジョンにおいては、全ての人で支えるべき「こどもの育ちの質」10について、こども基本法の目指す、こどもの生
涯にわたる幸福、すなわちウェルビーイングの考え方を踏まえて整理した。この「ウェルビーイング」は、身体的・精
神的・社会的（バイオサイコソーシャル11）に幸せな状態にあることを指す。また、ウェルビーイングは、包括的な幸
福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など生涯にわたる持続的な幸福を含む12。このようなウェ
ルビーイングの向上を、権利行使の主体としてのこども自身が、主体的に実現していく視点が重要である。 

○なお、ウェルビーイングは、生涯にわたる全ての時期を通じて高めることが重要であり、こどもとともに育つおとなに
とっても重要なものである。こどももおとなも含め、一人一人多様な個人のウェルビーイングの集合として、社会全体
のウェルビーイング向上の実現を同時に目指すことが必要である。 

（身体的、精神的、社会的な全ての面を一体的に捉える） 
〇本ビジョンにおいてウェルビーイングは、身体的・精神的・社会的な全ての面を一体的に捉えた観点（バイオサイコ
ソーシャルの観点）での幸福の概念であり、換言すれば、こどもの持つ身体と心、周囲を取り巻く身近な環境や社会的
状況、より広い環境としての社会（以下「環境（社会）」という。） を一体的に捉えたものである。また、ウェルビーイン
グの向上を、生涯にわたり実現することが、こどもの最善の利益を考慮していく上で重要である。なお、身体と心の側
面のみならず、環境（社会）についても、こども一人一人多様であるといった視点に留意する必要がある。 

（多様性を尊重し、包摂的に支援する）
○本ビジョンは、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かにかかわらず、どのような環境に生まれ育っても、ま
た、心身・社会的にどのような状況にあっても、多様な全てのこども一人一人をひとしく対象としている。
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○特に、障害児については、他のこどもと異なる特別なこどもと考えるべきではなく、一人一人多様な育ちがある中で
個々のニーズに応じた丁寧な支援が必要なこどもと捉えることが大切であり、障害の有無で線引きせず、全てのこども
の多様な育ちに応じた支援ニーズの中で捉えるべきである。また、心身の状況にかかわらずひとしく育ちを保障するた
めに、周囲の環境（社会） を整える13視点も重要である。 
○また、本ビジョンは、共生社会14の実現に向けて、幼児期までの時期から切れ目なく、インクルージョンの考え方を
前提としている。その上で、体制整備も含め、一人一人のこどもの育ちの質を持続的に担保する必要がある。これは、
学童期以降のインクルーシブ教育システムの実現とも切れ目なくつながる、共生社会の実現に向けた重要な視点である。 
○さらに、身体的・精神的・社会的なあらゆる要因によって困難を抱えるこどもや家庭を包括的に支援する必要がある15。
10 経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月閣議決定）において、「『幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針（仮称）』を策定
し、全てのこどもの育ちに係る質を保障する取組を強力に推進する」とされている。

11 成育基本法（成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関
する法律（平成30年法律第104号））に基づく、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（令和５年３月閣議決
定）おいても、「バイオサイコソーシャルの観点（身体的・精神的・社会的な観点）」が重視されている。

12 教育振興基本計画（令和５年６月閣議決定）においては、「ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短
期的な幸福のみならず、生きがや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むものである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場
や地域、社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念である。」とされている。
13 このように、障害が本人の医学的な心身の機能の障害と社会における様々な障壁の相互作用によって生じるものであるとする「障害の『社
会モデル』」の考え方は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）等においても取り入れられている。

14 障害の有無にかわらず、互いにその人らしさ を認め合いながら、ともに生きる社会をいう。
15 様々な困難を抱えるこどもや家庭の利益を考えることが、翻って全てのこどものために何が必要かを考えることにつながるという考え方も
重要である。

・はじめの100か月の育ちビジョンの目的
 （「こどもの誕生前から幼児期まで」の重要性）
○乳幼児期は、脳発達の「感受性期16」と言われ、脳発達において環境の影響を受けやすい限定された時期の一つである
など、生涯にわたるウェルビーイング向上にとって、特に重要な時期である。また、生涯の健康や特定の病気へのかか
りやすさは、胎児期や生後早期の環境の影響を強く受けて決定されるという考え方17もあるなど、「こどもの誕生前」
も含め、育ちを支える基盤的時期として捉える必要がある。さらに、「育ち」の側面と両輪をなす「学び」の側面18から
も、米国における研究で、質の高い幼児教育は長期にわたって影響を与えるとされているなど、幼児期までの重要性は
世界的にも確認されている。 

○取組によって特に着目する月齢や年齢に違いはあるが、「誕生前から幼児期まで」のこどもを重視した支援は、諸外国や
国際機関でも推進されているなど、世界の潮流19でもある。 

○こどもの生涯にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るために最も重要であるこの時期へ
の社会的投資こそが、次代の社会の在り方を大きく左右する。そのため、こどもと直接接する機会がない人も含め、社
会全体にとっても幼児期までが極めて重要であることが、全ての人の間で共有されなければならない。

（全てのこどもへのひとしい保障） 
○一方で、児童虐待による死亡事例を例に挙げても、約半数が０～２歳20である など、基本的な生命に関するこどもの
権利が、誰一人取り残さずひとしく保障されているとは言えない現状がある。
○また、０～２歳児の約６割は就園していない状態21であり、少子化の進行等に 伴いきょうだいの数も減ってきている
中、こども同士で育ち合う機会や、保護者以外のおとなと関わる機会、様々な社会文化や自然などの環境に触れる機会
が、家庭の環境によって左右されている現状がある。園や子育て支援、地域社会等とつながることによって、育ちの環
境をより一層充実させる機会は、こどもがどこに暮らしていても、家庭の環境に十分配慮しつつ、ひとしく保障される
ことが必要である。 

○さらに、多くのこどもが通園する満３歳以上22にあっても、施設類型や家庭・地域で過ごす時間の違いによって、ひ
としく育ちを保障する上での格差が生じないようにしなければならない。
○このように、全てのこどもの育ちをひとしく支える上では、今の親世代の幼児期までの育ちと比べ、家庭や地域の状況
など社会情勢が変化していることや、今の社会の現実を踏まえ、従来の発想を超えて対応すべき課題がある。 
～中略～
（はじめの100か月の育ちビジョンの目的の在り方）
○以上を踏まえ、本ビジョンの目的は、全てのこどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」から生涯にわたる
ウェルビーイング向上を図ることである。
○本ビジョンは、こども基本法の目的・理念にのっとり、多様なこどもの心身の状況や、置かれている環境等に十分に配
慮しつつ、ひとしく、それぞれのこどもにとって「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」を通じて切れ目なく、こど
もの周囲の環境（社会）を捉えながら、その心身の健やかな育ちを保障する観点で定める必要がある。

○上記の目的を達成するためには、本ビジョンを、全ての人で共有したい理念と基本的な考え方を示し、社会全体の認識
共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進する羅針盤として位置づける。 



30

○このような羅針盤を策定することで、次代の社会を担う全てのこどもの権利を守り、全ての人の関心及び理解を増進す
るなど社会全体の認識共有を図るとともに、「こども大綱」に基づくこども施策の推進等を通じて全ての人の具体的な取
組を推進することにつなげていく。
16生きる環境に適応的に働く脳へと成熟することに向けて、特に環境の影響を受けやすい時期を指すが、その１つが概ね７～８歳までの時期
であるとされている

17 DOHaD（Developmental Origins of Health and Disease）の概念。 
18 文部科学省が主導している「幼保小の架け橋プログラム」等の下で、幼稚園、保育所、認定こども園の施設類型を超えて、家庭や地域にお
ける学びも含め、０歳から18歳まで切れ目ない学びの連続性を踏まえつつ、「遊びを通した学び」の考え方を重視する幼児教育の充実を図っ
ている。

19 ユニセフ（国連児童基金）は、途上国はもとより先進国においても、幼児期までの期間が重要であるとの考え方をとっており、中でも胎内
にいる時から 2 歳の誕生日までの「最初の1000日」に着目している。これに基づき、栄養やケア、教育やこどもの保護を含めて多面的にこ
どもやその養育者を支援するプログラムのほか、法律や政策への働きかけ等を行っている。また、概ね８歳までを発達において重要な
「Early childhood」と位置づけ、発達支援に取り組んでいる。
20 令和５年９月にこども家庭審議会児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会がとりまとめた、「こども虐待によ
る死亡事例等の検証結果等について（第19次報告）」。 

21 ０～２歳児は可能な限り家庭で育てたいと考える保護者がいるなど、就園していないこどもとその家庭の子育て状況は様々であり、就園し
ていないこと自体を問題視するような情報発信や対応とならないように留意が必要

22 「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」（令和５年３月）によれば、３歳以上の未就園の背景要因には、
我が国の場合、低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭のこどもや、健康・発達の課題を抱えたこどもが未就園になりやすい傾
向があることが明らかになっていることにも留意。

（乳幼児の思いや願い）
○本ビジョンの対象である乳幼児は、例えば、[安心したい]、[満たされたい]、[関わってみたい]、[遊びたい]、[認め
られたい]といった思いや願いを持ちながら、身近な人や周囲の環境（社会）との応答的な関係等の中で心身の発達を
図り、生涯にわたるウェルビーイングの基盤を築いているといった特徴を有する。本ビジョンにおいては、乳幼児は上
記のような思いや願いを持っているということを前提に整理を行った。24

[安心したい]　身近な人にくっついて、繰り返し抱っこを求めたり、触れ合ったりすることで安心しながら育つ。
[満たされたい]　「愛されたい」「抱っこしてほしい」「食べたい」「寝たい」「関心を持ってほしい」などの思いや欲求を、
自分のペースやリズムに合わせて満たしてもらうことで、心地よい生活のリズムをつくりながら育つ。
[関わってみたい] 　こども同士の関わりの中で、様々な感情を経験しながら、人との関わり方が培われたり、多様な人
や環境（社会）と関わることで、それぞれの違いや個性があることに気づいたりしながら育つ。
[遊びたい]　身近な環境の中、自分の興味の赴くまま夢中になって遊んだり、自然に触れて、体験して、絵本や地域行
事などの文化に触れて感性を育んだり、食事を楽しむことなども含めたあらゆる「遊びと体験」を通して、様々なこと
を学 んだりしながら育つ。 

[認められたい]　周囲の人にありのままを受け止められ、尊重され、自分の存在や意思、ペー スを認めてもらうことで、
自分に自信がついたり、そうした経験から他者への理解や優しさを育んだりしながら育つ。

（こども基本法にのっとった理念） 
○このような本ビジョンの対象時期の特徴も踏まえると、こども基本法に示されている理念は次のように捉えることがで
き、これを本ビジョンの理念とする。 

（１）全てのこどもが一人一人個人として、その多様性が尊重され、差別されず、権利が保障されている 
　全てのこどもが、生まれながらにして権利を持っている存在として、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けるこ
とがなく、一人一人の多様性が尊重されている。（こども基本法第３条第１号関係） 

（２）全てのこどもが安全・安心に生きることができ、育ちに係る質が保障されている
　どのような環境に生まれ育っても、心身・社会的にどのような状況であっても、全てのこどもの生命・栄養状態を含め
た健康・衣食住が安全・安心に守られ、こども同士つながり合う中で、ひとしく健やかに育ち・育ち合い、学ぶ機会と
それらの質が保障されている。（こども基本法第３条第２号関係） 

（３）こどもの思いや願いが受け止められ、主体性が大事にされている 
　乳幼児期のこどもの意思は多様な形で表れる。こどもの年齢及び発達の程度に応じて、言葉だけでなく、表情や行動な
ど様々な形でこどもが発する声や、声なき声が聴かれ、思いや願いが受け止められ、その主体性が大事にされ、こども
の今と未来を見据えて「こどもにとって最も善いことは何か」が考慮されている。（こども基本法第３条第３号及び第４
号関係） 

（４）子育てをする人がこどもの成長の喜びを実感でき、それを支える社会もこどもの誕生、成長を一緒に喜び合える 
　身近な保護者・養育者が、社会とつながり合い、社会に支えられ、安心と喜びを感じて子育てを行うことがこどものよ
り良い育ちにとって重要である。保護者・養育者が、子育ての様々な状況を社会と安心して共有することができ、社会
に十分支えられているからこそ、こどもの誕生、成長の喜びを 実感することができ、社会もそれを一緒に喜び合うこ
とができる。（こども基本法第３条第５号及び第６号関係）
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２．幼児期までのこどもの育ちの５つのビジョン
 （羅針盤としての５つのビジョン）
○本ビジョンでは、子育て当事者の立場からの知見、脳科学・発達心理学・公衆衛生学・小児科学などの科学的知見、幼
児教育や保育における実践や理論を背景とする専門的知見等を踏まえてなされた議論をもとに、こどもの育ちについて
の身体的・精神的・社会的ウェルビーイングの観点を踏まえ、以下の５つを本ビジョンの柱として整理した。 
○これらは、普遍的に重要な考え方を踏まえつつ、現代の我が国の社会的状況に鑑みて、当面の羅針盤として特に全ての
人と共有したい基本的視点を整理したものである。 

（１）こどもの権利と尊厳を守る 
（２）「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める 
（３）「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える 
（４）保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする 
（５）こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す
（５つのビジョンの関係性） 
○生涯にわたるウェルビーイング向上のためには、その前提として、全ての人の責任の下で、権利主体としてのこどもに
必ず保障しなければならない権利と尊厳が、全てのこどもにひとしく保障されることが重要である。
　その上で、乳幼児の発達の特性も踏まえ、ウェルビーイング向上において特に重要な「アタッチメント（愛着）」と「遊
びと体験」に着目し、「安心と挑戦の循環」という考え方を整理している。 
○これらは、直接的には乳幼児の育ちを支える時に重要なことだが、そのためには「こどもの誕生前」から切れ目なく育
ちを支えることが不可欠である。 
○また、こどもの誕生後も含めて、乳幼児は身近な保護者・養育者の影響を強く受けることや、保護者・養育者自身に
とっても「こどもの誕生前から幼児期まで」は最初期であり、特に支援が必要であることを踏まえ、こどもの育ちを支
える観点から、こどもとともに育つ保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支えることが重要である。
○さらに、このように家庭を基本として養育の第一義的責任を有する保護者や養育者の役割が重要であるからこそ、その
養育を社会が支え、応援することが大切である。また、こどもは家庭のみならず、様々な環境や人に触れながら豊かに
育っていくが、こどもの育ちに関する家庭や地域等の社会の情勢変化により、今の親世代が乳幼児期を過ごした時代か
ら変化している現代の社会構造を踏まえ、こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増していくことが必要である。 

○身体的・精神的・社会的な観点（バイオサイコソーシャルの観点）を踏まえながら、このような考え方で整理した５つ
のビジョンを共有して、国や地方公共団体が「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」に関係するこども施策を推進す
ること等を通じて、全ての人とともに具体的な取組を進め、それらを不断に見直し、一層充実させていくこととする。

（２）「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める
①育ちの鍵となる「安心と挑戦の循環」
○「こどもの誕生前から幼児期までの育ち」の最たる特徴は、「アタッチメント（愛着）」の形成と豊かな「遊びと体験」が重
要ということである。これらが生涯にわたるウェルビーイング向上の土台をつくる。本ビジョンでは、このこどもの育
ちの鍵となる考え方を「安心と挑戦の循環」として整理した。 
○乳幼児期の安定した「アタッチメント（愛着）」は、こどもに自分自身や周囲の人、社会への安心感をもたらす。その安
心感の下で、こどもは「遊びと体験」等を通して外の世界への挑戦を重ね、世界を広げていくことができるのであり、
その過程をおとなが見守りこどもの挑戦したい気持ちを受け止め、こどもが夢中になって遊ぶことを通して自己肯定感
等が育まれていくことが重要である。このような「安心と挑戦の循環」は、こどもの将来の自立に向けても重要な経験
である。
②幼児期までのこどもの育ちに必要な「アタッチメント（愛着）」の形成
○各分野の専門性の中で議論されてきた、こどもの育ちに必要な「アタッチメ ント（愛着）」の位置づけやその重要性に
ついて、全ての人とわかりやすく共有することが大切である。例えば「『愛着』の対象は母親、血縁関係にある者でなけ
ればならない」等の過去の社会通説29にとらわれず、乳幼児期に真に必要な愛着について、科学的知見を踏まえた考え
方と育ちのプロセスにおけるその重要性を全ての人と共有することが必要である。
○こどもの育ちに必要な「アタッチメント（愛着）」は、こどもが怖くて不安な時などに身近なおとな（愛着対象）がその
気持ちを受け止め、こどもの心身に寄り添うことで安心感を与えられる経験の繰り返しを通じて獲得される安心の土台
である。また、「アタッチメント（愛着）」は、こどもが自分や社会への基本的な信頼感を得るために欠くことのできな
いものであり、こどもの自他の心の理解や共感、健やかな脳や身体を発達させていくものである。
 ○安定した「アタッチメント（愛着）」は、自分や他者への信頼感の形成を通じて、いわゆる非認知能力の育ちにも影響
を与える重要な要素であり、生きる力につながっていくとされている。また、「愛着」という言葉は、保護者・養育者と
こどもの関係のみを指す印象を持つことがある。もとより、保護者・養育者はこどもが「アタッチメント（愛着）」を形
成する対象として極めて重要である30ものの、保育者など、こどもと密に接する特定の身近なおとなも愛着対象になるこ
とができる。
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○なお、こどもの育ちを通して保護者・養育者も育つという観点から「アタッチメント（愛着）」の形成は、こどものみな
らず、保護者・養育者にとっても重要である。
③幼児期までのこどもの育ちに必要な豊かな「遊びと体験」
（豊かな「遊びと体験」） 
○乳幼児期からウェルビーイングを高めていく上では、上述の「アタッチメント（愛着）」を基盤として、人や環境との出
会いの中で、豊かな「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していくことが欠かせない要素である。

○乳幼児の育ちの最大の特徴とも言える行為が「遊び」である。また、自然に触れたり、芸術や地域行事等の文化に触れ
て感性を育んだり、日常生活における豊かな「体験」を得たりすることも重要である。 

○本ビジョンでは、理念や基本的な考え方を全ての人でわかりやすく共有する観点から、「遊びと体験」を念頭に、「安心
と挑戦の循環」において「挑戦」という表現をしている。

○こどもの生活の中心を占める「遊び」について、こどもの育ちにおける重要性の過小評価も見られる中で、生涯にわた
るウェルビーイング向上のために乳幼児期に必要な豊かな「遊びと体験」について、できる限り具体的な場面が浮かぶ
ように留意しつつ、「遊びと体験」についての考え方を、こども目線の「遊び」の観点から整理した。 

○また、豊かな「遊びと体験」を通した挑戦は、基盤となる「アタッチメント （愛着）」さえあれば乳幼児が主体的に向か
うものではない。多様なこどもやおとなとの出会い、モノ・自然・絵本等31・場所といった環境32との関わりを通して、
様々な感覚を働かせながら、環境からの刺激を受けることが必要であり、そうした豊かな「遊びと体験」の機会を、保
護者・養育者、幼児教育・保育施設や子育て支援施設の保育者等を含めた全ての人の取組を通じて、日常的に保障する
ことにより、乳幼児の更なる挑戦を支援・応援していくことが大切である。 
29 科学的知見に基づき、いわゆる「３歳児神話（こどもは３歳までは、常時家庭において母親の手で育てないと、こどものその後の成長に悪
影響を及ぼすという言説）」には根拠がないとされている。

30 こうした観点からも、後述のとおり、保護者・養育者のウェルビーイングと成長を支えることは重要である（２．（４）参照）
31３要領・指針解説においては、園児が興味や関心を抱き、主体的に関われるような環境の一つとして、絵本、物語などのような園児にとっ
て身近な文化財のある生活環境等が考えられるとしている。また、こども家庭庁こども家庭審議会では、こどもたちの健やかな育ちに役立
てるため、「児童福祉文化財」と称して、絵本や児童図書等の出版物、演劇やミュージカル等の舞台芸術、映画等の映像・メディア等の優れ
た作品を推薦している。

32 「モノ」には、積木やブロック等の遊具、空き箱や廃材等の素材、ハサミ等の道具など、「自然」には、葉っぱなどの植物、虫などの生き物、
風や空など、「絵本等」には、絵本に加えて図鑑や物語など、「場所」には、公園等の公共の場だけでなく、海や山、商店街など日常的な場が
含まれる。

資料③　「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について
　　　　～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～」

はじめに 
　中央教育審議会では、令和３年１月に「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出
す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）」（以下、「令和３年答申」という。）を取りまとめ、2020年代を通
じて実現すべき教育の姿を示した。現在、文部科学省では、１人１台端末の整備や小学校35人学級の計画的整備等を進
め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく育成し、多様な個性を最大限に生かすため、「個別最適な学び」と「協働的
な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善等の取組を着実に進めている。 このよ
うな学びの充実を一層確実なものとするためには、幼稚園・保育所・認定こども園（以下、「幼児教育施設」という。）と
いった施設類型を問わず、また、家庭や地域の状況にかかわらず、全ての子供が格差なく質の高い学びへと接続できるよ
う、幼児期の教育から小学校教育への教育の充実を図ることが必要となる。とりわけ、教育基本法において「生涯にわた
る人格形成の基礎を培う重要なもの」として規定される幼児期の教育と小学校以降の教育とを円滑につないでいくために
は、子供の成長を中心に据え、関係者の立場を越えた連携により、発達の段階を踏まえた教育の連続性・一貫性の基に、
接続期の教育の充実に取り組むことが必要である。この点、平成29年に公示された幼稚園教育要領、保育所保育指針、
幼保連携型認定こども園教育・保育要領（以下、「３要領・指針」という。）においては、教育に関わる側面のねらいや内容
に関して更なる整合性が図られるとともに、小学校教育との円滑な接続を図るよう努めることが明記された。また、小学
校学習 指導要領においても、学校段階等間の接続を図ることが明記された。さらに、３要領・指針及び小学校学習 指導
要領においては、持続可能な社会の創り手1として必要な資質・能力の育成や、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」2

など、施設類型や学校種を越えて、子供の成長を理解する手掛かり等が共通に整理された。このように、幼児教育施設と
小学校（以下、「幼保小」という。）においては、３要領・指針及び小学校学習 指導要領に基づき、幼児教育と小学校教育
の円滑な接続を図ることが求められている。しかし、家庭や地域の状況の違いを越えて、幼児教育施設の多様性を生かし
ながら、幼保小の協働により接続期の教育の充実を実現していくためには、未だ数多くの課題がある。 また、幼児教育に
ついては、「子ども・子育て支援新制度」（平成27年４月～）、「幼児教育・保育の無償化」3 （令和元年10月～）など、全
ての子供に質の高い幼児教育・保育を提供するための施策が進められてきた。一方、令和３年の出生数が約81万人4と
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なるなど、少子高齢化や人口減少に歯止めがかからないほか、我が国の経済・社会情勢の変化等により、家庭や地域によ
る小学校就学前の子供の学びや成長の格差、障害のある子供や外国籍等の子供など特別な配慮を必要とする子供への対応
の増加など、新たな課題が生じている。このような状況を踏まえ、幼児教育の質的向上及び小学校教育との円滑な接続に
ついて専門的な調査審議を行うため、中央教育審議会初等中等教育分科会の下に、「幼児教育と小学校教育の架け橋特別
委員会」（以下、「特別委員会」という。）を設置し、全ての子供に学びや生活の基盤を保障するための方策や、各地域にお
いて着実にこうした方策を推進するための体制整備等を中心に審議を行った。 このうち、幼児教育と小学校教育の接続に
ついては、「幼保小の接続期の教育の質的向上に関する検討チーム」を設置し、幼保小の接続に関する取組を進めるに当
たって、関係者で共有し大切にしたい視点、進め方のイメージ、必要な体制整備の内容を含む「幼保小の架け橋プログラ
ムの実施に向けての手引き（初版）」及び「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引きの参考資料（初版）」の素案
を取りまとめた。また、同チームの下に、「幼保小接続期の教育の質保障の方策に関するワーキンググループ」を設置し、 
教育の質保障の観点から、今後求められる幼児期及び幼保小接続期の教育の姿、現状と課題、今後の方向性について検討
を行い、「報告書」を取りまとめた。 これらを踏まえ、本特別委員会において審議を行い、令和４年３月に「幼保小の架け
橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」（以下、「手引き」という。）（参考資料１）及び「幼保小の架け橋プログラム
の実施 に向けての手引きの参考資料（初版）」（参考資料２）を取りまとめるとともに、今般、本「学びや生活の基盤をつ
くる幼児教育と小学校教育の接続について～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～」（以下、 「審議まとめ」とい
う。）を取りまとめた。 本審議まとめは、幼保小という異なる施設類型や学校種にまたがる５歳児から小学校１年生まで
の２年間5を「架け橋期」と称して焦点を当て、当該時期の教育（以下、「架け橋期の教育」という。）の重要性について、
幼保小の先生6はもとより、家庭や地域をはじめ、子供に関わる全ての関係者に幅広く訴えることを目的としたものであ
る。そして、架け橋期の教育の充実を図るためには、幼児教育施設、小学校、家庭、地域、幼保小の関係団体、地方自治
体の教育委員会・保育担当部局など、子供に関わる全ての関係者が立場を越えて連携・協働することが必要であり、その
ような連携・協働を通じて、幼児教育や小学校教育の充実を図るとともに、子供の健やかな成長に不可欠である家庭や地
域の教育力の向上へとつなげていくことが重要であるとした。また、子供の健やかな成長という同じ目標に向かって、子
供に関わる関係者が真に一体となって連携・協働することにより、子供はもとより、保護者や幼保小の先生をはじめとす
る全ての関係者のウェルビーイング7の実現へとつなげていくことも期待される。我が国では、令和４年６月、こども基
本法が成立し、「次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく
健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたっ
て幸福な生活を送ること」ができる社会の実現を目指すこととしている。教育行政を所掌する文部科学省においては、本
審議まとめを踏まえ、こども家庭庁8をはじめとする関係省庁と連携を図りながら、全ての子供に格差なく質の高い学び
の機会を提供できるよう、幼児期及び架け橋期の教育の質を保障していくことが必要である。 文部科学省をはじめとする
関係省庁、地方自治体の教育委員会、首長部局、幼児教育関係者、小学校 教育関係者、さらには家庭、地域等を含め、
子供を取り巻く全ての関係者が、本審議まとめの提言内容の実現に向けて、共に取り組んでいくことを期待する。
1 国際連合が掲げる持続可能な開発目標（SDGs）のうち目標４「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促
進する」の中で、持続可能な社会の創り手を育成する「持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development: ESD）」の
推進が目指されている。小学校学習指導要領や幼稚園教育要領の前文でも、一人一人が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆ
る他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な 社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会
の創り手となることができるようにする旨が盛り込まれた。 
2 3要領・指針において、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社
会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊
かな感性と表現」を示している。 

3 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が実現しており、その趣旨は、次のとおりである（「新しい経済政策パッケージ」（平成29年
12月８日閣議決定））。
・幼児教育の無償化をはじめとする負担軽減措置を講じることは、重要な少子化対策の一つであること 
・認知能力だけではなく、根気強さ、注意深さ、意欲などの非認知能力等を身につけるためにも、幼児期の教育が特に重要であり、 幼児教
育・保育の質の向上も不可欠であること。

4 厚生労働省「令和３年人口動態統計」では、出生数は81万1622人で、前年の84万835人より2万9213人減少し、明治32年 の人口動態
調査開始以来最少となった。
5 幼児教育施設の年長（５歳児）の４月から小学校１年生の３月までの２年間を指す。架け橋期の期間については、幼児教育と小学 校教育の
教育課程の構成原理や指導方法等に様々な違いがあるため、幼保小の教職員が相互理解を図って円滑な接続を実現 し、それぞれの教育を充
実するためには、数か月程度の短い期間では不十分であり、長期にわたって取り組むことが必要であると 考えられる。また、後述する幼保
小の協働による「架け橋期のカリキュラムの作成及び評価」（年度単位）の実効性の点から、幼児 教育施設の年長（５歳児）から小学校１年生
の２年間とした。

6 幼保小の管理職、幼稚園教諭、保育士、保育教諭、小学校教諭等を指す
7 中央教育審議会教育振興基本計画部会「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について（報告）」（令和 ５年１月13日）
では、「ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生き がいや人生の意義など
将来にわたる持続的な幸福を含むものである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持 続的に良い状態であることを含
む包括的な概念である。」としている。

8 こども家庭庁は、こども家庭庁設置法に基づき、令和５年４月１日、内閣府の外局として発足予定。
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一、幼児期及び幼保小接続期の教育に関する法令改正等の変遷
２．現行３要領・指針、小学校学習指導要領等
○ 現行幼稚園教育要領の改訂に当たっては、幼児教育から高等学校教育までを見通して教育課程の基準の在り方につい
て議論がなされ、中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び
必要な方策等について（答申）」（平成28年12月21日）が取りまとめられた。 

○この答申を踏まえ、平成29年に改訂された現行幼稚園教育要領では、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創
る」という目標を学校と社会が共有し、連携・協働しながら、新しい時代に求められる資質・能力を子供に育む「社会
に開かれた教育課程」の実現を目指し、育成を目指す資質・能力の明確化 や「主体的・対話的で深い学び」が実現する
ようにすること等が示されている。 

○また、保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領についても、教育に関わる側面のねらい及び内容に関
して、３要領・指針の更なる整合性を図る改定・改訂が行われた。また、育みたい資質・能力として、「知識及び技能
の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」を示した。これらの資質・能力が、５領域
におけるねらい及び内容に基づいて展開される活動全体を通して育まれていった時、幼児期の終わり頃には具体的にど
のような姿として現れるかを、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確化した。併せて、小学校教育との円
滑な接続を重視している9。
○小学校学習指導要領においても、幼児期の教育から小学校教育に円滑に移行できるよう、各教科等の指導において「幼
稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること」が求められている。また、「特
に、小学校入学当初においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科等に
おける学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工
夫や指導計画の作成を行うこと」とされ、 スタートカリキュラムの編成・実施に関わる規定がなされた。これを受け、
国立教育政策研究所においては、「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム～スタートカリキュラム導入・実践の手
引き～」10（平成30年）が作成されている11。 

○これらを踏まえ、これまでの幼保小の学びや生活をつなぐ工夫としては、交流行事や合同研修など、子供同士や先生同
士の交流・相互理解を促す取組、発達の段階に応じた教育の特質について理解を促す工夫（「幼児期の終わりまでに育っ
てほしい姿」の共有など）、子供一人一人の学びや生活の過程で考えられる困難さと指導上の工夫の共有などが行われ
てきている。
9 ３要領・指針では、「小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに配慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的 な思考や主
体的な生活態度などの基礎を培うようにする」「育まれた資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学 校の教師との意見交
換や合同の研究の機会などを設け、『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を共有するなど連携」を図り、 「小学校教育との円滑な接続を図
るよう努める」とされている

10 国立教育政策研究所では、「スタートカリキュラムスタートブック」（平成27年）を作成し、各学校における取組を支援してきた。 さらに、
平成29年改訂の小学校学習指導要領の理念の実現に加え、スタートカリキュラムの取組を学校全体として一層充実させ ていくことを目的
として、新たに本手引きが作成されている。
11 小学校学習指導要領第１章総則では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導を工夫することにより、幼稚園教 育要領等に
基づく幼児期の教育を通して育まれた資質・能力を踏まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自己を発揮しながら 学びに向かうことが可
能となるようにすること。また、低学年における教育全体において、例えば生活科において育成する自立し生 活を豊かにしていくための資
質・能力が、他教科等の学習においても生かされるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図 り、幼児期の教育及び中学年以降の教育
との円滑な接続が図られるよう工夫すること。」とされている。

二、現状と課題、目指す方向性
 １．架け橋期の教育の充実
（２）目指す方向性 
①子供の発達の段階を見通した架け橋期の教育の充実 
○幼児期に培った資質・能力は、生涯にわたり重要なものであり、それを小学校において更に伸ばしていくことが必要で
ある。一方、幼児教育と小学校教育においては、教育課程の構成原理など様々な違いを有することから、とりわけ義務
教育の開始前後の５歳児から小学校１年生の２年間の「架け橋期」は、幼保小が意識的に協働して子供の発達や学びを
つなぐことにより、生涯にわたる学びや生活の基盤をつくることが重要である。幼保小においては、架け橋期の円滑な
接続をより一層意識し、乳幼児期の子供それぞれの特性など発達の段階を踏まえ、一人一人の多様性や０歳から18歳
の学びの連続性に配慮しつつ、教育内容や指導方法を工夫することが重要である。 

○特に小学校入学前後の架け橋期は、子供が幼児教育施設における遊びを通した学びや成長を基礎として、小学校におい
て主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことを可能にするための重要な時期である。そのため、小学校の入学当初
においては、幼児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきた資質・能力が、低学年の各教科等におけ
る学習に円滑に接続するよう教育活動に取り組むことが求められる。
○また、小学校低学年における教育全体においては、例えば生活科において育成する「自立し生活を豊かにしていくため
の資質・能力」を、他教科等の学習においても生かされるようにするなど、教科等間の関連を積極的に図り、幼児教育
との円滑な接続が図られるよう工夫することが求められる19。
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○子供一人一人が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々
と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよ
うにするため、３要領・指針や小学校学習指導要領の理念をより徹底し、架け橋期とそれにつながる時期、さらにその
後の時期を見通しながら、教育の充実に取り組むことが必要である。
○幼保小においては、このような架け橋期の教育の位置付けや重要性について認識を共有し、子供の成長を中心に据えな
がら一体となって、架け橋期の教育の充実に取り組むことが求められる。
②架け橋期のカリキュラムの作成及び評価の工夫による PDCAサイクルの確立 
（ア）幼保小の協働による架け橋期のカリキュラムの作成 
○幼保小が教育課程の構成原理等の違いを越えて相互理解を深めるためには、幼保小が協働し、共通の視点を持って教育
課程や指導計画等を具体化できるよう、架け橋期のカリキュラムを作成することが重要である20。また、その際は、３
要領・指針において幼児期の資質・能力が具体的に現れる姿として定められている「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」等を手掛かりとして活用することが考えられる。
○具体的には、３要領・指針の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」等や小学校学習指導要領を参照しながら、地方
自治体が定める教育に関する基本的な方針等21や幼児教育施設・小学校の教育目標、子供の実態等を踏まえて、幼保
小が協働して「期待する子供像」や「育みたい資質・能力」を明らかにす るとともに、この「期待する子供像」や「育み
たい資質・能力」を基にして、「園で展開される活動」や「小学校の生活科を中心とした各教科等の単元構成等」等を具
体的に明確化していくことが考えられる22。そして、このような取組を幼保小それぞれのカリキュラム・マネジメント
と連動させていくことが大切である。 
○その際には、幼児期の遊びを通した学びが小学校の学習にどのようにつながっているかについて、幼保小の先生が子供
の姿の事例を通して、具体的に対話をすることが重要になる。例えば、幼児期に友達と集めた木の実の合計の数を数え
たり、同数に分け合ったりすることは数への興味や関心を高め、小学校の算数の学習にもつながっていくものである。
このような具体的な事例を用いて、大事にしている子供の経験等の対話を通じて相互理解を深めていくことが非常に重
要であり、幼児期の興味や関心に基づいた多様な体験が小学校以降の学習や生活の基盤となること、ひいては言語能
力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の持続可能な社会の創り手として必要な力の育成等につながっていくことに
ついて共通理解を図ることが求められる23。 
○なお、小学校入学当初は、生活科を中心としたスタートカリキュラムの編成・実施により、幼児期の生活に近い活動と
児童期の学び方を織り交ぜながら、幼児期の豊かな学びと成長を踏まえて、子供が主体的に自己発揮できるような場面
を意図的につくることが求められている24。小学校においては、架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるためにも、
幼児教育と小学校教育の円滑な接続において重要な役割を担うスタートカリキュラムの位置付けを再確認し、架け橋期
のカリキュラムを踏まえた教育課程の編成・実施・改善を進める中で、スタートカリキュラムの充実を図ることが必要
である。 
○また、幼保小の相互理解を図るためには、自分が所属する幼児教育施設又は小学校の教育内容等を相手に伝えるだけで
なく、相手の教育内容や指導方法を理解し、自らの指導を見直し工夫することが求められる。異なる施設類型や学校種
の教育内容や指導方法を理解し、指導の見直しや工夫を行うことは、幼児教育施設や小学校の先生の双方にとって、自
らの指導や子供の学びを豊かにする貴重な機会につながると考えられる。 

○さらに、幼児教育施設においては、私立が多く、また複数の施設類型が存在し、それぞれが特色ある幼児教育を展開し
ていることから、小学校教育との接続の基盤となる幼児教育施設間の横の連携強化に取り組むことも重要である。
19小学校学習指導要領第１章総則第２の４「学校段階等間の接続」(1)参照
20 手引き33頁、34頁参照。
21地方自治体は、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努める（教育基本法第１７条第２項）とともに、教育、学術及
び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定める（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３第１項）ものとされている。 
22 架け橋期における資質・能力を幼保小の先生が共に明確化することにより、各教科等の内容との関連を考えやすくなる。検討に当たっては、
話を聞ける、ルールを守れるといったことではなく、３要領・指針及び小学校学習指導要領における「知識及び技能」 「思考力、判断力、表
現力等」「学びに向かう力、人間性等」の３つの資質・能力を踏まえて、具体的に明確化することが大切であ る。 

23 手引き24頁参照。
24 小学校学習指導要領解説生活編62頁参照



36

二、現状と課題、目指す方向性
２．幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有
（１）現状と課題 
○全ての子供に格差なく学びや生活の基盤を保障していくためには、幼保小が、施設類型や学校種の違いを越えて連携・
協働し、保護者や地域住民等の参画を得ながら、架け橋期の教育の充実に取り組んでいく必要がある。そのためには、
幼児期に育まれた資質・能力が小学校教育にどのようにつながっている か、関係者がイメージを共有し、実践できる
ようにする必要があるとともに、学びや生活の基盤を育むため、幼児教育施設がどのような工夫をしているかについて
理解を広げていく必要がある。 

○幼児期は、子供が遊びを中心として、頭も心も体も動かして、主体的に様々な対象と直接関わりながら 総合的に学ん
でいくとともに、遊びを通して思考を巡らし、想像力を発揮し、自分の体を使って、友達と共有したり、協力したりし
て、様々なことを学んでいくことが重要である。このような遊びを通して学ぶという幼児期の特性は、普遍的に重視す
べき視点であり、社会の変化に伴い、今まで以上に重要になってきている。 
○一方で、遊びを通して学ぶという幼児期の特性に関する認識が、社会的に共有されているとは言い難く、幼児教育につ
いては、いわゆる早期教育や小学校教育の前倒しと誤解されることがある。例えば、現在、令和３年答申を踏まえ、小
学校以降においては１人１台端末等を日常的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実すること
が求められているが、小学校以降の教育を見通すことと前倒しをすることは違うことに留意しながら、幼児教育の充実
を図ることが求められている。 
○また、幼児教育の特性に関する社会や小学校等との認識の共有が未だ十分ではないことが、個別の幼児教育施設の状況
や家庭環境等によって小学校入学時点で格差が生じていることや、小学校の入学直後から学習や生活になじめない子供
がいること、施設類型や学校種を越えて相互理解を図ることが困 難であることなど、接続期が抱える問題の背景に
なっていると考えられる。このことは、よりよい教育を通してよりよい社会を創るという理念を社会と共有して実現を
図る「社会に開かれたカリキュラム」の観点からも、大きな課題である。 

（２）目指す方向性　
①幼児教育の特性に関する認識の共有 
○幼児期は身体と感覚・感性を通じた体験が必要な時期であることや、幼児教育はいわゆる早期教育や小学校教育の前倒
しではなく、子供が主体的な遊びの中で試行錯誤し考えたり、先生の関わりや環境の 構成を工夫したりすることによ
り、「主体的・対話的で深い学び」を実現していることなど、遊びを通して学ぶという幼児教育の特性について、様々な
研究や実践の成果に基づく知見を活用して幅広く伝えながら、社会や小学校等と共通認識を図っていくことが重要であ
る。 
○例えば、いわゆる認知能力と非認知能力は相互に関連し、支え合って育っていくと言われている。子供の体験の幅を広
げ、質を深めるための関わりや環境の構成に取り組むことが求められ、その際、言語や数量等との出会い、人やものと
の関わりなどの中で感じたこと等も、子供にとっては貴重な体験であるということを認識することが大切である。 
○また、教育が有する文化の伝達・継承機能を意識することが大切である。日常生活や自然の移り変わりに根差した言葉
遊びなどを通して、楽しみながら豊かな言葉や表現に触れる機会をつくるなどの配慮が重要となる。例えば、絵本や物
語の読み聞かせなどを通して言葉に親しむことや、子供が興味を持つような言葉の響き・リズムの面白さや身体を使っ
た表現との組合せなどを生かした工夫をしつつ、日本語の伝統にある名文等の豊かな文章や表現の響きに親しむように
することは、楽しい言葉や美しい言葉との出会いを通して言葉の感覚を身に付けることにつながっていくと考えられ
る。
○このように、遊びを通して学ぶという幼児教育の特性を踏まえ、日本語の豊かな表現に慣れ親しみ、楽しく遊びながら
日本語感覚を身に付けることによって、コミュニケーション能力や自己表現する感性を育むなど、言葉を豊かにする遊
びの工夫が必要である。このことは、将来の小学校教育において、語彙量を豊かに増やしていく学びにもつながると考
えられる。
○なお、幼児教育施設での生活においては、直接的・具体的な体験が重要であるが、ICT を活用することにより、遊び
の展開の一層の充実を図り、より深い学びに向う教育活動を実施することも可能である。その際、ICTの特性や使用方
法、子供の発達等を考慮しつつ、子供の直接的・具体的な体験を通じた学びを、更に深い学びにするための工夫を行い
ながら活用することが重要である。ICTの操作の習得を目的としたり、先生の一方的な指導となったりすることなく、
子供の興味や関心が広がるような豊かな体験が可能となるよう、ICTを活用することが必要である。
②ICTの活用による教育実践や子供の学びの見える化 
○幼児教育施設においては、ICTを活用したドキュメンテーション30やポートフォリオ31といった子供主体の遊びを通
した学びの記録により、日々の教育実践や子供の学びを「見える化」し、先生の教育の意図や環境の構成の工夫等を併
せて伝えることにより、幼児教育の特性や教育方針等について、保護者や地域住民の理解を深めて信頼を得る取組が行
われてきている。 
○また、公開保育など保護者や地域住民等が参加する機会においても、子供主体の遊びを通した学びを 記録したドキュ
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メンテーション等により「見える化」を行い、保護者や地域住民等の理解や対話を促進する取組が行われている。この
ような取組を進め、保護者や地域住民等の幼児教育施設の運営や教育活 動への理解を促進し、「社会に開かれたカリ
キュラム」や「社会に開かれた幼児教育施設づくり」につなげていくことが期待される。 
○国や地方自治体においては、幼児教育施設における ICT を活用した幼児教育のプロセスと子供の学びの「見える化」
と、「見える化」による保護者や地域住民との連携の好事例等を収集し発信することにより、幼児教育の特性について社
会の認識も高めていくことが重要である。
30 写真等を用いた子供の学びの記録や教育実践の記録を指す。 
31 遊びの様子や成果などの記録や作品をファイル等に集積したものを指す。

５．教育の質を保障するために必要な体制等
 （２）目指す方向性
①地方自治体における推進体制の構築 
○地方自治体において、幼児教育の質の向上や幼保小の接続等の取組を一体的に推進するため、幼保小の担当部局の連
携・協働や幼保の担当部局の一元化、幼児教育センターの設置・活用等を推進することが必要である。 
○今後、教育委員会、教育センター、幼児教育センター等においては、後述の幼保小の架け橋プログララムの推進を担う
ことが重要であり、幼児期及び架け橋期における①教育の質を向上するための体制の構築（関係部局が連携・協働した
体制を含む）、②教育に関する専門性の向上（指導主事・幼児教育アドバイザー等の配置、指導資料の充実・実践事例の
蓄積、研修の充実など）、③域内全体への取組の普及といった機能が求められる。 
②架け橋期の教育の質保障のために必要な人材育成等 
（ア）架け橋期のコーディネーター等の育成 
○架け橋期の教育の充実に当たり、幼保小に対して専門的な指導・助言等を行う架け橋期のコーディネ ーター 56や幼児
教育アドバイザーの育成が急務である。特に幼児教育と小学校教育の双方に精通する人材が求められており、地方自治
体においては、幼保小における人事交流や私立を含む幼児教育施設に小学校の先生を１年程度派遣する研修、幼児教育
施設と小学校の先生のペアをつくり相互の職場で保育・授業体験等を行いながら共に架け橋期のカリキュラムを作成す
る研修等が行われている。 
○架け橋期の教育の充実を図るためには、このような地方自治体の取組を推進するとともに、教育委員会において、幼保
小接続や生活科を担当する指導主事の配置・指導力の向上をはじめ、十分な指導・助言ができるような体制を整備し、
幼保小接続や生活科を中心とするスタートカリキュラムの質の向上等に関する研修の充実を図ることが重要である。 

（イ）幼児教育施設の園長や小学校の校長等を対象とした研修の充実 
○架け橋期の教育を充実するためには、その意義や具体的な方法について、幼児教育施設の園長等や先生、小学校の校長
等や先生を対象にした研修を実施することが重要である。地方自治体がリーダーシップを発揮し、例えば、組織的・計
画的な園内・校内研修、施設類型や学校種を越えた研修や合同研修 の実施（園内・校内研修への他園・他校の先生の
参加・協議を含む）、幼児教育施設・小学校の教育活動に携わる参加研修、相互の職場体験、人事交流などに取り組む
ことが必要である。なお、合同研修の実施等に当たっては、施設類型や学校種における特有の表現やそれぞれに持つイ
メージが異なる表現（教育課程、指導、教材等）について、地方自治体関係者や講師が補足説明を行い、参加者の理解
に違いが 生じないよう配慮すること等が必要である。また、独立行政法人教職員支援機構においても、幼保小の 先生
の相互理解を促す研修を検討する必要がある。 
○とりわけ、幼保小が組織的・一体的に取組を進めるためには、幼児教育施設の園長等や小学校の校長等の管理職の理解
や役割が重要であることから、管理職の研修を充実することが必要である。そして、幼保小の管理職においては、相互
に連携・協力関係を構築し、学校運営計画等に架け橋期の教育に関する取組を位置付けること等により、計画的に取り
組むことが重要である。
○特に、公立の小学校の校長等は数年で異動するため、幼保小の取組に影響が出ているとの指摘がある。人事異動により
継続的に取り組むべき幼保小の取組に影響が生じないよう、教育委員会による小学校校長の研修等において、３要領・
指針の趣旨や具体的内容、幼保小の架け橋プログラムの好事例等について取り上げるとともに、国においては、その際
に活用できる短時間で視聴可能な保育の研修動画の提供等の支援を行うことが期待される。 

（ウ）効果的な研修の実施 
○幼児教育の現場では、外部研修で受けた理論に関する内容を現場で実践し、それをまた次の研修に持ち寄って研修を行
うという、理論に関する外部研修と園内の教育実践の往還を繰り返す研修が進められている。その際、子供が主体的に
遊ぶ姿や学びの過程について、写真や事例のドキュメンテーション等の活用により具体的に可視化を行いながら研修を
行うことで、先生同士の子供理解が深まったり、保育への手応えややりがいが高まったりするなど、一層効果的に実施
することが可能になるとの報告がある。地方自治体においては、このような効果的な研修の実施方法等について情報収
集を行い、研修の充実に取り組むことが必要である。
56 幼保小の教育に造詣が深く、架け橋期のカリキュラムの実践を統括し、幼児教育施設及び小学校への助言や支援等を行う者を指す。
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保育所保育指針　
第1章　総則
１　保育所保育に関する基本原則
(2)　保育の目標
ア　保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。こ
のため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標
を目指して行わなければならない。
(ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒
の安定を図ること。
(イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。
(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協
調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。
(エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。
(オ)生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさ
を養うこと。
(カ)様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと。
イ　保育所は、入所する子どもの保護者に対し、その意向を受け止め、子どもと保護者の安定した関係に配慮し、保育所
の特性や保育士等の専門性を生かして、その援助に当たらなければならない。
(3)保育の方法
　保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。
ア　一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって
活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。
イ　子どもの生活のリズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境
を整えること。
ウ　子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮する
こと。
エ　子ども相互の関係づくりや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。
オ　子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にする
こと。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合的に保育すること。
カ　一人一人の保護者の状況やその意向を理解、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会
をとらえ、適切に援助すること。
幼稚園教育要領
第１章　総則
第１　幼稚園教育の基本
　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は、学校教育法に規定する目的及
び目標を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とする。
　このため教師は、幼児との信頼関係を十分に築き、幼児が身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気
付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生か
し、幼児と共によりよい教育環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育を
行わなければならない。
１　幼児は安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮し
て、幼児の主体的な活動を促し、幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。　
２　幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して、遊び
を通しての指導を中心として第２章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。
３　幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること、ま
た、幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指導を行
うようにすること。その際、教師は、幼児の主体的な活動が確保されるよう幼児一人一人の行動の理解と予想に基づ
き、計画的に環境を構成しなければならない。この場合において、教師は、幼児と人やものとの関わりが重要であるこ
とを踏まえ、教材を工夫し、物的・空間的環境を構成しなければならない。また、幼児一人一人の活動の場面に応じ
て、様々な役割を果たし、その活動を豊かにしなければならない。

資料④　保育所保育指針  幼稚園教育要領  幼保連携型認定こども園教育・保育要領
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幼保連携型認定こども園教育・保育要領
第1章 総則
第1　幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等
1　幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本
　　乳幼児期の教育及び保育は、子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので
あり、幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進
に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する目的及び第9条に掲
げる目標を達成するため、乳幼児期全体を通して、その特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うもの
であることを基本とし、家庭や地域での生活を含めた園児の生活全体が豊かなものとなるように努めなければならな
い。
　　このため保育教諭等は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境と
の関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育にお
ける見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を
創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育及び保育を行わなければならない。
(1)乳幼児期は周囲への依存を基盤にしつつ自立に向かうものであることを考慮して、周囲との信頼関係に支えられた生
活の中で、園児一人一人が安心感と信頼感をもっていろいろな活動に取り組む体験を十分に積み重ねられるようにする
こと。
(2)乳幼児期においては生命の保持が図られ安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得
ていくものであることを考慮して、園児の主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるようにするこ
と。
(3)乳幼児期における自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮
して、遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。
(4)乳幼児期における発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくものである
こと、また、園児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、園児一人一人の特性や発達の過程に応じ、発達の
課題に即した指導を行うようにすること。その際、保育教諭等は、園児の主体的な活動が確保されるよう、園児一人一
人の行動の理解と予想に基づき、計画的に環境を構成しなければならない。この場合において、保育教諭等は、園児と
人やものとの関わりが重要であることを踏まえ、教材を工夫し、物的・空間的環境を構成しなければならない。また、
園児一人一人の活動の場面に応じて、様々な役割を果たし、その活動を豊かにしなければならない。
　　なお、幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、園児が入園してから修了するまでの在園期間全体を通して
行われるものであり、この章の第3に示す幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項を十分に踏まえて行うも
のとする。
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・よさを見つけてほめる
・一人一人を認める

資料⑤　保育者研修・育成指標
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21

293

260

312

326
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148

248

302

255

317

319

134

267

272

324

259

318

144

274

289

283

323

259

107

308

281

312

290

332

148

265

305

272

305

285

124

260

249

304

275

302

101

230

265

292

326

294

103
219

251

300

298

332

106
230

254

303

328

330

63
225

260

340

353

375

育てたいこども像

育てたい力

大切にしたい関わり

育てたいこころ

安心感
信頼感

自己肯定感
自己有能感
自己有用感
達成感

コミュニケーション力
協働する力

自己決定力
自己表現力
自己調整力

⬇ ⬇ ⬇ ⬇
・こどもを一人一人を理解する　・個性を認め、伸ばす
・こどもの思いや言葉を受け止める　ほめる
・やりたい気持ち（意欲）を尊重する　・大人がモデルになる
・自分で行動をおこすような言葉がけや関わりをする

目指す
乳幼児教育
の基本

キ ャ リ ア ス
テージ（経験
年数）

保育者とし
ての資質能
力

・こどもの興味・関心を起点とした環境
構成
・主体的（自発的）な遊びの展開
・五感を通じて直接的な体験
・自ら考え、探求し、工夫し、試行錯誤
する体験
・友達と思いを伝え合い、力を合わせる
経験

・危機管理、安全、
衛生に関する取組
・こどもが安心して
過ごせる環境
・こどもの年齢発達
に合った運動遊び

・こどもの発達、
支援に関する理解
・一人一人の発達
や特性に合わせた
支援
・個性の尊重と集
団での育ち合い
・関係機関との連
携

・農業、漁業等の体
験
・海、川、山で遊び
自然と触れ合う体験
・歴史、文化などに
触れる体験
・地域の人、資源と
連携
・子育てのパート
ナーとして家庭と連
携

・乳幼児教育の専門職として、自らの実践
を振り返り、省察し、学び続ける（自己評
価）
・園内でテーマに沿った研修、研究
・研修への参加

・保育者としての基本（倫理、社会的責任、
こどもの権利、人権等）

・保幼小連携活動の充実
・小学校教育への理解を
深め、乳幼児教育への理
解を促す
こどもの育ちと学びをつ
なぐ

Ⓐに記載と同じ

Ⓐに記載と同じ

Ⓐに記載と同じ

・連携協力校との連携活
動が円滑に行われるよう
にサポートする
・指導要録、個別支援計
画、小学校との連絡会等
を通じて就学先に個々の
育ちと学びを丁寧に伝え
る
・小学校へ「幼児期の終
わりまでに育ってほしい
姿」「育みみたい資質能
力」等を活用して乳幼児
教育への理解を促す

・連携協力校との連携活
動が円滑に行われるよう
に連絡、調整を行う
・小学校との連絡会、指
導要録、個別支援計画の
送付など、関係機関との
連絡・調整を行う
・小学校へ「幼児期の終
わりまでに育ってほしい
姿」「育みみたい資質能
力」等を活用して乳幼児
教育への理解を促す

・連携協力校と連携活動
の年間計画を立て、互恵
性、連続性のある活動を
行う
・「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」「育
みたい資質能力」への理
解を深める
・個々の育ちと学びをつ
なぐ指導要録や個別の支
援計画等を作成し、就学
先へ引き継ぐ
・「保幼小中接続カリ
キュラム～まいづるカリ
キュラム015～」の理解
を深め、活用する
・ドキュメンテーション
等を通じて保育や遊びの
中の学びを可視化し、発
信する

Ⓐに記載と同じ

・課題意識を持って研修等に参加し、自己
研鑽に努める
【計画、実践、記録、評価等】【保育者とし
ての基本】Ⓐに記載
※さらに高める

・課題意識を持って研修に参加し、自己研
鑽に努める
・園内研修等でファシリテーターの役割を
担い、研究等を中心になって行う
・保育者の相談にのったり、適切なアドバ
イスをしたりする
【計画、実践、記録、評価等】【保育者とし
ての基本】Ⓐに記載
※モデルとなって示す

・園内研修等を企画し、ファシリテーター
として運営したり、研究等を中心になって
行ったりする
・園全体の質の向上を目指し、互いに学び
合い、高め合う園の風土をつくる
・保育者同士の同僚性を高め、育成を図る
・こどもと保育者の権利と人権を守る
・園長等の補佐的な役割を担う
【計画、実践、記録、評価等】【保育者とし
ての基本】Ⓐに記載
※保育者にアドバイスする

・園全体の質の向上を目指し、互いに学び
合い、高め合う園の風土をつくる
・一人一人の保育者の自己研鑽の機会を確
保する
・保育者同士の同僚性を高め、育成を図る
・こどもと保育者の権利と人権を守る
・保育者との信頼関係を築き、適切な労務
管理を行い、働きやすい職場環境をつくる
・地域の園として、倫理を守り、社会的責
任を果たす

・積極的に研修等に参加し、自己研鑽に努
める
【計画、実践、記録、評価等】
・こどもの姿や興味や関心をもとに指導計
画を作成し、環境構成やねらいに沿った援
助等を行い、その実践を記録して振り返
り、省察し、次の保育にいかす
・ドキュメンテーション等の記録を通じて
保育を可視化するとともに、振り返り、次
の保育へつなげる
※理解し身に付ける
【保育者としての基本】
・保育者としての倫理や社会的責任等につ
いて理解し、遂行する
・乳幼児教育ビジョン、園の方針、目標等
の理解を深め、保育実践を行う
・こどもの権利（こどもの権利条約等）や
人権について理解を深め、保育実践の中で
意識して行う
※理解し身に付ける

・舞鶴の自然、農林
水産業、文化、歴史
等の資源を知り、保
育に活用する
・日々のこどもの姿
や成長を家庭と共有
し、子育ての相談に
丁寧に応じるなど、
信頼関係を築く
・ドキュメンテー
ション等を通じて保
育や遊びの中の学び
を可視化し、発信す
る

・舞鶴の自然、農林
水産業、文化、歴史
等に関わる地域の人
と連携し、保育に活
用する
・親の子育て相談等
を丁寧に受け止め、
サポートするととも
に、一緒に子育てす
るパートナーとして
関係性を築く
・ドキュメンテー
ションを通じて保育
や遊びの中の学びを
可視化し、親の理解
を深める

・地域の人や資源を
園に取り入れたり、
ドキュメンテーショ
ンで発信したりし
て、園への理解を深
め、信頼関係を構築
する
・親同士で交流し合
う場をつくるなど、
一緒に子育てする
パートナーとして、
関係性を築く
・地域の子育て家庭
もサポートし、情報
発信を行う

・園を開き、地域の
人や資源を取り入れ
ていく。
・ドキュメンテー
ション等を発信し、
園への理解を深める
・子育てのパート
ナーとして親と関係
性を築く
・地域全体の子育て
の充実に努める
・地域の人と連絡・
調整を行う

Ⓐに記載と同じ

©に記載と同じ

Ⓑ に記載と同じ

・一人一人に応じ
た支援や集団づく
り等を行うため、
保育者の相談に
のったり、指導し
たりする
・関係機関との連
絡、調整を行う

・保育者が適切な
支援等ができるよ
うに研修等の機会
を整える
・関係機関との連
絡、調整を行う

・保育者のモデル
となって、一人一
人の発達や特性に
応じた支援や集団
における個別の関
わり、集団づくり
等を行う
・関係機関等と連
携し、支援方法等
を切れ目なくつな
ぐ

・一人一人の発達
や特性に応じて支
援するとともに、
個性やそれぞれの
良さを尊重し合う
集団づくりを行う
・関係機関や家庭
と連携し、支援方
法等を共有する

・一人一人の発達
や特性を理解し、
支援する
・関係機関や家庭
と連絡を丁寧に行
う

・こどもの健康、運
動発達、安全や衛
生に関する知識を
身に付け、生活や
遊びの中で意識し
て取り組む
・こどもが心地よ
く、安心して過ご
せるような環境を
整える
※園の安全、危機
管理マニュアル等
を意識して

Ⓐに記載と同じ

©に記載と同じ

・園の安全、危機管
理マニュアル等を
作成し、園全体へ
の周知を図る

・園の安全、危機管
理マニュアル等を
作成し、園全体へ
の周知を図る
・危険を予測し、マ
ニュアルに沿って
迅速に対応する

・こどもの健康、運
動発達、安全や衛
生に関する知識を
活用し、こどもが
安心・安全に過ご
せるよう工夫する
※園の安全、危機
管理マニュアル等
の改善

Ⓑ に記載と同じ
【主体性を尊重し、自己肯定感を育む関
わり】
Ⓐに記載
※さらに高める

・こどもの興味・関心、季節、年齢など
をもとに様々な素材や道具等の教材につ
いて研究し、豊かな経験が得られる環境
を整える
【主体性を尊重し、自己肯定感を育む関
わり】
Ⓐに記載
※モデルとなって示す

・豊かな経験が得られる環境を整えた
り、関わったりするために保育者の相談
にのったり、助言したりする
【主体性を尊重し、自己肯定感を育む関
わり】
Ⓐに記載
※保育者にアドバイスする

・園全体の環境や教材等を把握し、豊か
な園環境をつくる
・保育者の主体性を尊重し、それぞれの
良さや得意なことをいかし、保育者集団
として支え合い、高め合えるようサポー
トする

・こどもの姿を予測して環境を整え、状
況に合わせて再構成する
・年齢発達や季節に応じて環境を工夫す
る
【主体性を尊重し、自己肯定感を育む関
わり】
Ⓐに記載
※理解し身につ付ける

・こどもの姿、言葉などから興味や関心
を捉えて環境を整える
・年齢発達や季節に応じた環境を整える
【主体性を尊重し、自己肯定感を育む関
わり】
・こどもの思いを受け止め、温かく見守
るとともに愛情豊かに、応答的に関わる
・安心して自己発揮するために信頼関係
を築く
・こどもが考え、探求し、工夫し、試行
錯誤するために見守ったり、共感した
り、問いかけたりする
・個々の良さや個性を認め、友達同士で
話し合ったり、協力し合ったりする機会
を持つ
※理解し身に付ける

専門職とし
て乳幼児教
育の基本を
理解し、実
践力を身に
付ける

身に付けた
乳幼児教育
の 専 門 性
（知識や技
能）をいか
し、実践力
を高める

実践を通し
てモデルと
なり、ミド
ルリーダー
として指導
力を身につ
ける

保育者の育
成を図り、
園の運営や
マネジメン
トに参画す
る

園の経営方
針を示し、
組織的な運
営を行うと
共に地域や
関係機関と
の連携をす
すめる

Ⓐフレッシュ
Ⅰ（初 任 ～ 3
年未満）

Ⓑフレッシュ
Ⅱ（概ね10年
未満、３～７
年未満）

Ⓒミドルリー
ダーⅠ
（概ね10年以
上、７ 年 ～
15年未満）

Ⓓミドルリー
ダーⅡ
（15年以上）

Ⓔ保 育 リ ー
ダー、主任

Ⓕ園長・副園
長

②土台となるから
だとこころの育成
（健康、安全、基本
的な生活習慣）

④安心できる居場所と
しての家庭、つながり
支え合う地域社会（家
庭、地域との連携）

⑥学びを深める、学びを
つなぐ（保幼小中連携、
架け橋期の学びの充実）

③一人一人の発達
に応じた支援（個々
の発達の理解、関
係機関との連携）

⑤保育者の質の維持・向上（研究、自己研鑽、）
※保育者としての基本

①育みたい資質・能力の育成
　主体性の尊重

・こどもの言葉に耳を傾け、応答的にやりとりする
・話し合う機会をもち、一人一人のよさや得意なことや発見したことなど
を周りに発信する
・ルールや約束をこどもと決め、どうしたら守れるか話し合う機会を持つ
・相手の気持ちに気づき、自分の気持ちに折り合いをつける機会を持つ

・大人との愛着・信頼関係
をつくる
・見守り、ありのままを受
け止める
・安心・安定できる居場所
をつくる

主体的に取り組むこども 意欲的に遊ぶこども 自分も友達も大切にするこども

理解し身に付ける

専門性をいかして高める

モデルとなる
指導力を高める

保育者の育成
マネジメント

園の管理運営
関係機関との調整
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資料⑥　本市の現状

1  舞鶴市人口と出生数

2  在園児数と施設数

3  小学校・中学校  児童・生徒数
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4  乳幼児教育施設

　（１）保育所

◆市内の保育所（園）の設置状況 （令和5年4月現在）

保育所名

やまもも保育園

八雲保育園

中保育所

うみべのもり保育所

溝尻

丸田

余部下

浜

所在地 定員

80

70

200

150

　（２）幼稚園

◆市内の幼稚園の設置状況

保育所名

舞鶴聖母幼稚園

倉梯幼稚園

中舞鶴幼稚園

三鶴幼稚園

志楽幼稚園

ひばり幼稚園

池内幼稚園

上安久

七条中町

余部上

引土

田中町

森

布敷

所在地 定員

315

280

104

120

160

200

150

　（３）認定こども園

◆市内の認定こども園の設置状況

保育所名

昭光保育園

タンポポこども園

さくらこども園

平こども園

朝日幼稚園

森の子ら幼稚園

朝来幼稚園

橘幼稚園

シオン幼稚園

ルンビニこども園

永福ことも園

永福こども園（城屋園舎）

東山こども園

相愛こども園

なかすじこども園

岡田こども園

舞鶴こども園

浜

泉源寺

七条中町

中田

浜

丸山口町

吉野

浜

浜

寺内

公文名

城屋

倉谷

魚屋

公文名

志高

円満寺

所在地 定員

103

90

90

85

25

30

68

114

85

132

115

40

150

120

72

50

93
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京都府幼児教育センター
幼児教育アドアバイザー　中西　昌子氏

神戸大学大学院　教授　北野　幸子氏

NPO法人ひとまわり代表　谷口　英子氏

保幼小中連携

乳幼児教育

家庭教育

テーマ 講　　　師日　程

令和5年6月29日

令和5年5月23日

令和5年7月21日

乳幼児教育ビジョン改訂に関わる経緯

1  乳幼児教育ビジョン改訂に係るワーキンググループ

2  関係機関等からの意見聴取

3  市民等の意見聴取～パブリックコメント～

・子どもに関わる専門職である市内の保育所・幼稚園・認定こども園の保育者や小学校・中学校の教
員をメンバーとしたワーキンググループを設置し、幅広く意見を聴き、内容等の検討を実施

・「乳幼児教育」「保幼小中連携」「家庭教育」のテーマごとに講師を招き、講義後、グループで意見交換

（募集期間）令和5年12月21日（木）から令和6年1月22日（月）

（意見結果）　提出者数：2人　　　意見数：5件

（意見に対する対応）
　Ａ：意見を踏まえ、修正等を行うもの　　　　　　　　　　　　　　0件
　Ｂ：意見を踏まえ、その趣旨を施策展開に反映させていくもの　　　0件
　Ｃ：意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの　　　　　　　　　2件
　Ｄ：意見に対する市の考え方を説明し、ご理解いただくもの　　　　3件

4  学識経験者による指導・助言
指導者：神戸大学大学院　教授　北野　幸子　氏

舞鶴市乳幼児教育センター運営会議

舞鶴市教育委員会議

会　　　議　　　名日　程

令和5年5月23日
令和5年10月19日

令和5年11月16日

子ども・若者支援会議令和5年11月1日
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舞鶴市乳幼児教育ビジョン改訂に係るワーキンググループ委員名簿

園　　名

保育所

認定こども園

幼稚園

小学校

中学校

※保育所・幼稚園・認定こども園より各１名　小・中学校の代表４名　　計31名

八雲保育園

やまもも保育園

うみべのもり保育所

中保育所

朝日幼稚園

朝来幼稚園

永福こども園

岡田こども園

さくらこども園

シオン幼稚園

昭光保育園

相愛こども園

平こども園

橘幼稚園

タンポポこども園

なかすじこども園

東山こども園

森の子ら幼稚園

ルンビニこども園

舞鶴こども園

池内幼稚園

倉梯幼稚園

志楽幼稚園

中舞鶴幼稚園

ひばり幼稚園

舞鶴聖母幼稚園

三鶴幼稚園

新舞鶴小学校

明倫小学校

与保呂小学校

和田中学校

主任

主任

主任

主任

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

副主任

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主幹保育教諭

園長

主幹保育教諭

主幹保育教諭

主任

主任

副園長

教頭

園長

主任

園長

教頭

教務主任

教務主任

教頭

迫　田　顕　子

伊　田　真　史

國　本　由美子

森　下　智　哉

清　水　恵　美

林　　　裕美子

瓜　生　園　美

村　上　聖　子

村　田　陽　子

小　島　楓　香

門　脇　由香里

田　畑　幸　子

山　口　亜沙美

尾　関　希久子

吉　村　亜　希

桜　井　あゆみ

中　西　和　美

嵯峨根　直　美

山　口　佳　代

堀　田　和歌子

小村谷　里　美

佐　金　京　子

岸　田　和　子

真　木　桂　子

松　嶋　聖　児

今　井　香　里

岩　江　吾　郎

矢　野　裕　子

山　田　晃　睦

棚　原　寛　子

金　子　かおり

役　職 氏　　名




